
編 部 章 節 表や図の修正 新 旧 修正理由

総則 1 1
第1章　計画の方針【危機管理本部 総務企画局危機管理室、市民文化
局】

第1章　計画の方針【総務企画局危機管理室】 組織改正に伴う修正

総則 1 1 1
第1節　計画の目的【危機管理本部】 第1節　計画の目的 担当局を明記

総則 1 1 1
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１） 川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

総則 1 1 2

第２節　計画の性格【危機管理本部】

第２節　計画の性格【危機管理本部】
 １ この計画は、臨海部に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流
出等の事故、地震、津波、高潮その他の異常な自然現象により生ずる
災害の防止又は放射性物質等の災害並びに武力攻撃若しくは緊急対処
事態に伴って発生した災害への対処に関し、県防災計画及び川崎市地
域防災計画に基づき本市、特定地方行政機関及び関係公共機関並びに
特定事業者等が実施する防災対策の運用を定めた計画である。
 ２  こ の 計 画 中 の 「 東 海 地 震 事 前 対 応 計 画 」 に つ い て は 、 特 別 防 災 区
 域 が 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 昭 和53 年 法 律 第73 号 。 以 下 「 大 震
 法 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ く 強 化 地 域 で は な い が 、 川 崎 市 地
 域 防 災 計 画 （ 震 災 対 策 編 ） に 基 づ き 、 東 海 地 震 に 関 連 す る 情 報 が 発 表
 さ れ た 場 合 に 、 特 別 防 災 区 域 内 の 混 乱 又 は 地 震 発 生 時 の 被 害 を 最 小 限
 に く い 止 め る た め 、 大 震 法 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 地 震 防 災 強 化 計 画 に
 準じた計画とする。

第２節　計画の性格

第２節　計画の性格【危機管理本部】
１ この計画は、臨海部に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流
出等の事故、地震、津波、高潮その他の異常な自然現象により生ずる
災害の防止又は放射性物質等の災害並びに武力攻撃若しくは緊急対処
事態に伴って発生した災害への対処に関し、県防災計画及び川崎市地
域防災計画に基づき本市、特定地方行政機関及び関係公共機関並びに
特定事業者等が実施する防災対策の運用を定めた計画である。
２ この計画中の「東海地震事前対応計画」については、特別防災区
域が大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号。以下「大震
法」という。）第３条の規定に基づく強化地域ではないが、川崎市地
域防災計画（震災対策編）に基づき、東海地震に関連する情報が発表
された場合に、特別防災区域内の混乱又は地震発生時の被害を最小限
にくい止めるため、大震法第６条の規定に基づく地震防災強化計画に
準じた計画とする。

担当局を明記

本編第６部の変更に伴う削
除

総則 1 1 3
第３節　計画の修正【危機管理本部】 第３節　計画の修正 担当局を明記

総則 1 1 4
第４節　計画の習熟【危機管理本部】 第４節　計画の習熟 担当局を明記

総則 1 1 5

第５節　計画の構成及び内容【危機管理本部】
この計画は、臨海部防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有
するものであり、市等が行うべき各種対策を「災害予防計画」「応急
対策」「復旧・復興対策」と時系列的に配し、市の防災活動の実施等
に係る基本指針を示すとともに、南海トラフ地震 東 海 地 震に係る事前
対策計画を示すものである。
この計画の構成及び主な内容は、次のとおりとする。

第５節　計画の構成及び内容
この計画は、臨海部防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有
するものであり、市等が行うべき各種対策を「災害予防計画」「応急
対策」「復旧・復興対策」と時系列的に配し、市の防災活動の実施等
に係る基本指針を示すとともに、東海地震に係る事前対策計画を示す
ものである。
この計画の構成及び主な内容は、次のとおりとする。

担当局を明記

本編第６部の変更に伴う修
正

総則 1 1 5
表や図の修正

あり（別添）

計画の構成及び内容
（表・図２）

南海トラフを追記し、東海
地震を資料編に移行するこ
とに伴う修正

総則 1 1 6
第６節　計画の体系【危機管理本部】 第６節　計画の体系 担当局を明記

川崎市臨海部防災対策計画（修正案）・新旧対照表
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総則 1 1 6
表や図の修正

あり（別添）

計画の体系
（表・図３）

南海トラフを追記し、東海
地震を資料編に移行するの
に伴う修正等

総則 1 1 7
第７節　男女共同参画の視点への配慮【市民文化局】 第７節　男女共同参画の視点への配慮 担当局を明記

総則 1 2
第２章　臨海部の概況【危機管理本部 総務企画局危機管理室、港湾
局、消防局、臨海部国際戦略本部】

第２章　臨海部の概況【総務企画局危機管理室、港湾局、消防局】 組織改正に伴う修正
担当局を追記

総則 1 2 1
第１節　臨海部の範囲【危機管理本部、港湾局、消防局、臨海部国際
戦略本部】

第１節　臨海部の範囲 担当局を明記

総則 1 2 2
第２節　特定事業所等の概況【消防局、臨海部国際戦略本部、港湾
局、建設緑政局、環境局】

第２節　特定事業所等の概況 担当局を明記

総則 1 2 2

１　特定事業所の概況

本市川崎区及び横浜市鶴見区、神奈川区の臨海部に位置する特別防災
区域「京浜臨海地区」は、過密化した地域に施設が集約しており、全
国的にみても大規模で、かつ、多数の特定事業所を擁し、石油精製
業、化学工業及び鉄鋼業等を中心に形成されている。この京浜臨海地
区のうち、本市区域内には４７ ５１の特定事業所が所在しており、隣
接する横浜市内には２２ ２１の特定事業所が所在している。

１　特定事業所の概況

本市川崎区及び横浜市鶴見区、神奈川区の臨海部に位置する特別防災
区域「京浜臨海地区」は、過密化した地域に施設が集約しており、全
国的にみても大規模で、かつ、多数の特定事業所を擁し、石油精製
業、化学工業及び鉄鋼業等を中心に形成されている。この京浜臨海地
区のうち、本市区域内には５１の特定事業所が所在しており、隣接す
る横浜市内には２１の特定事業所が所在している。

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
面積及び特定事業所数
（表・図４）

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
特定事業所における石油等の貯蔵、取扱、処理量
（表・図５）

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
特定事業所における危険物施設数
（表・図６）

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
特定事業所における石油の屋外タンク基数
（表・図７）

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所一覧
（表・図８）

最新の数値に更新

総則 1 2 2
表や図の修正

あり（別添）
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所分布図
（表・図９）

最新の数値に更新

総則 1 2 2

３　港湾区域の概況
（１）港湾施設
オ　係留施設　大型係船岸壁等（水深－4.5ｍ以上）総延長
18,89119,322ｍ　船席数172176
　　物揚場（水深－4.5ｍ未満）公共用　総延長752.6875.7ｍ
　　小型油槽船係留施設　総延長130433ｍ

３　港湾区域の概況
（１）港湾施設
オ　係留施設　大型係船岸壁等（水深－4.5ｍ以上）総延長19,322ｍ
船席数176
　　物揚場（水深－4.5ｍ未満）公共用　総延長875.7ｍ
　　小型油槽船係留施設　総延長433ｍ

最新の港湾台帳に合わせた
修正

総則 1 2 2

３　港湾区域の概況
（１）港湾施設
カ　上屋及び荷さばき地　上屋　９棟　総面積14,096㎡
　　荷さばき地　642,370629,294㎡

３　港湾区域の概況
（１）港湾施設
カ　上屋及び荷さばき地　上屋　９棟　総面積14,096㎡
　　荷さばき地　629,294㎡

最新の港湾台帳に合わせた
修正

総則 1 3
第３章　特定事業所等の措置【消防局、経済労働局、港湾局、臨海部
国際戦略本部、危機管理本部】

第３章　特定事業所等の措置 担当局を明記

総則 1 3 1
第1節　特定事業所の措置【消防局】 第1節　特定事業所の措置 担当局を明記

総則 1 3 2
第２節　その他事業所の協力【経済労働局、港湾局、臨海部国際戦略
本部】

第２節　その他事業所の協力 担当局を明記
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総則 1 3 3
第３節　住民の協力【危機管理本部】 第３節　住民の協力 担当局を明記

総則 1 4
第４章　本市及び防災関係機関等の処理すべき業務の大綱
【危機管理本部 総務企画局危機管理室、関係局 区】

第４章　本市及び防災関係機関等の処理すべき業務の大綱
【総務企画局危機管理室、関係局区】

組織改正に伴う修正

総則 1 4 1

３　関係市消防機関 本市
また、特定事業者が所有する危険物施設、高圧ガス関係施設及び特定
防災施設等を適切に管理するよう消防法、高圧ガス保安法及び石災法
に基づく指導を行うとともに、災害発生時には自衛防災組織及び防災
関係機関と連携し防災活動を実施する。

３　本市
また、特定事業者が所有する危険物施設及び特定防災施設等を適切に
管理するよう消防法及び石災法に基づく指導を行うとともに、災害発
生時には自衛防災組織及び防災関係機関と連携し防災活動を実施す
る。

コンビナート地域の高圧ガ
ス保安法に係る事務・権限
の移譲に伴う修正

総則 1 4 2

第２節　本市が行うべき業務の大綱
１　防災組織の整備及び育成指導
２　防災訓練の実施及び指導
３　特定事業所に対する立入検査及び防災活動についての必要な助
言・指導
４　自衛防災組織及び共同防災組織並びに広域共同防災組織の育成指
導

第２節　本市が行うべき業務の大綱
１　防災組織の整備及び育成指導
２　防災訓練の実施及び指導
３　特定事業所に対する立入検査
４　自衛防災組織及び共同防災組織並びに広域共同防災組織の育成指
導

神奈川県石油コンビナート
等防災計画との整合性を図
るための修正

総則 1 4 2

５　危険物及び高圧ガス関係施設、設備等の保安管理の指導、監督 ５　危険物施設、設備等の保安管理の指導、監督 コンビナート地域の高圧ガ
ス保安法に係る事務・権限
の移譲に伴う修正

総則 1 4 3

第３節　防災関係機関等の業務の大綱
　１　県
（１）～（４）略
（５）特定事業所に対する立入検査及び防災活動についての必要な助
言・指導
（６） 高圧ガス及び毒劇物関係施設の保安管理の指導監督

第３節　防災関係機関等の業務の大綱
　１　県
（１）～（４）略
（５）特定事業所に対する立入検査
（６）高圧ガス及び毒劇物関係施設の保安管理の指導監督

コンビナート地域の高圧ガ
ス保安法に係る事務・権限
の移譲に伴う修正

総則 1 4 3

（５）第三管区海上保安本部
（中略）
ス　避難指示 勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導によ
る海上交通安全の確保

（５）第三管区海上保安本部
（中略）
ス　避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海
上交通安全の確保

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

総則 2 1
第1章　石油コンビナートの災害【危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、消防局】

第1章　石油コンビナートの災害【総務企画局危機管理室、消防局】 組織改正に伴う修正

災害想定 2 2

第２章　津波・高潮災害【危機管理本部、神奈川県、関係局区】
東日本大震災の辛い経験と厳しい教訓を踏まえ、国においては、科学
的知見に基づき、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地
震・津波を検討している。神奈川県においては最大クラスの津波を想
定した地震を設定し、地震津波浸水予測図を作成した。
津波の災害想定については、神奈川県が想定した津波のうち、本市に
おける浸水域、浸水深が最大クラスの「慶長型地震」による津波を対
象とする。
また、高潮については、平成２７年度の水防法の改正を踏まえ、神奈
川県においては想定しうる最大規模の高潮による氾濫が発生した場合
に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定し、令和６年
２月に高潮浸水想定区域等の見直しがされた。

第２章　津波・高潮災害
東日本大震災の辛い経験と厳しい教訓を踏まえ、国においては、科学
的知見に基づき、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地
震・津波を検討している。神奈川県においては最大クラスの津波を想
定した地震を設定し、地震津波浸水予測図を作成した。
津波の災害想定については、神奈川県が想定した津波のうち、本市に
おける浸水域、浸水深が最大クラスの「慶長型地震」による津波を対
象とする。
また、高潮については、平成２７年度の水防法の改正を踏まえ、神奈
川県においては想定しうる最大規模の高潮による氾濫が発生した場合
に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定した。

担当局を明記
想定区域の見直しに伴う修
正

災害想定 2 2 1 津波浸水予測【危機管理本部 総務企画局危機管理室】 津波浸水予測【総務企画局危機管理室】 組織改正に伴う修正

災害想定 2 2 2 第２節 津波被害想定【危機管理本部 総務企画局危機管理室】 第２節 津波被害想定【総務企画局危機管理室】 組織改正に伴う修正
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災害想定 2 2 3

第３節 高潮浸水想定
【神奈川県・危機管理本部 総務企画局危機管理室・建設緑政局・港湾
局・川崎区・幸区・中原区】
県は、想定しうる最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に、浸水
が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定し、指定の区域及び
浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を公表する。
市は、浸水想定区域・水深・浸水継続時間等を周知し、浸水による被
害の軽減を図っていくものとする。
なお、高潮に関する防災対策については、市地域防災計画風水害編に
順じて対応するものとする。
１ 最大規模の高潮の発生が想定される台風
（１）中心気圧（910hPa）※室戸台風級
（２）移動速度（20,30,40,50,53,60,73km/h） ※伊勢湾台風級
（３）半径（20,30,40,75km）  ※伊勢湾台風級
２ 想定される水深・浸水継続時間等
（１）最大高潮水位 T.P.＋3.9029m（川崎区）
（２）最大浸水面積 川崎区 33.527ｋ㎡、幸区 6.67.4ｋ㎡、中原区
3.31ｋ㎡
（３）最大浸水深 約 5ｍ
（４）最大浸水継続時間 1週間以上 36 時間（川崎区）

第３節 高潮浸水想定
【神奈川県・総務企画局危機管理室・建設緑政局・港湾局・川崎区・
幸区・中原区】
県は、想定しうる最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に、浸水
が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定し、指定の区域及び
浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を公表する。
市は、浸水想定区域・水深・浸水継続時間等を周知し、浸水による被
害の軽減を図っていくものとする。
なお、高潮に関する防災対策については、市地域防災計画風水害編に
順じて対応するものとする。
１ 最大規模の高潮の発生が想定される台風
（１）中心気圧（910hPa）※室戸台風級
（２）移動速度（73 ㎞/h）※伊勢湾台風級
（３）半径（75 ㎞） ※伊勢湾台風級
２ 想定される水深・浸水継続時間等
（１）最大高潮水位 T.P.＋3.29m（川崎区）
（２）最大浸水面積 川崎区 27ｋ㎡、幸区 7.4ｋ㎡、中原区 1ｋ㎡
（３）最大浸水深 約 5ｍ（幸区）
（４）最大浸水継続時間 36 時間（川崎区）

想定区域の見直しに伴う修
正

災害想定 2 2 3
表や図の修正

あり（別添）
高潮浸水想定
（表・図１０）

想定区域の見直しに伴う修
正

災害想定 2 3
第３章　放射性物質等の災害【危機管理本部 総務企画局危機管理室】 第３章　放射性物質等の災害【総務企画局危機管理室】 組織改正に伴う修正

災害予防計画 3

第３部　災害予防計画
加えて、全国の特別防災区域内の特定事業所における事故件数（地震
及び津波による事故を除く。）は、近年増加傾向にあることから、設
備の高経年化対策、保安人材の育成等について、充実強化を推進す
る。  平成６年から増加傾向にあり、近年も依然高い水準にあるほか、
 平成23年から平成26年にかけては４件の重大事故も発生していること
 から、設備の老朽化対策、緊急停止対応について充実強化を図るよう
 努める。

第３部　災害予防計画
加えて、全国の特別防災区域内の特定事業所における事故件数（地震
及び津波による事故を除く。）は平成６年から増加傾向にあり、近年
も依然高い水準にあるほか、平成23年から平成26年にかけては４件の
重大事故も発生していることから、設備の老朽化対策、緊急停止対応
について充実強化を図るよう努める。

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1
第１章 特定事業所等における予防対策【消防局、危機管理本部、臨
海部国際戦略本部、港湾局、経済労働局、川崎区】

第１章　特定事業所等における予防対策 担当局を明記

災害予防計画 3 1 1
第１節　特定事業所の予防対策【消防局、危機管理本部】 第１節　特定事業所の予防対策【消防局】 担当局を明記

災害予防計画 3 1 1

１　保安管理の徹底
（２） 安全対策に関する取組みの徹底
エ　「リスクアセスメント・ガイドライン（Ver.21）（平成287年２ ３
月高圧ガス保安協会）」等を参考に各設備の潜在リスクを把握・評価
し、事前に各種対策を講じるよう努める。
オ　事故の直接的要因又は背後要因として人的要因があることを認識
し、ハード対策（誤操作防止措置等）やソフト対策（教育訓練の充実
等）により、適切な予防対策を講じる。

１　保安管理の徹底
（２） 安全対策に関する取組みの徹底
エ　「リスクアセスメント・ガイドライン（Ver.1）（平成27年３月高
圧ガス保安協会）」等を参考に各設備の潜在リスクを把握・評価し、
事前に各種対策を講じるよう努める。
オ　事故の直接的要因又は背後要因として人的要因があることを認識
し、ハード対策（誤操作防止措置）やソフト対策（教育訓練の充実）
により、適切な予防対策を講じる。

令和６年４月１日現在に更
新
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災害予防計画 3 1 1

（３） 地震・津波対策
（ア） 危険物施設
危険物施設については、地震・津波対策の推進にあたり、「東日本大
震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について（消防庁
危険物保安室長通知、平成24年１月31日消防危第28号）」等を踏ま
え、必要な措置を講じる。
また、屋外タンクの防油堤等については、「防油堤の漏えい防止措置
等について（平成10年3月20日消防庁通知）」等により対策を講ずる。
　さらに、これまでに特定屋外タンク（昭和52年2月15日以前設置）の
新基準（平成7年1月施行）及び準特定屋外タンク（平成11年4月1日以
前設置）の新基準（平成11年1月施行）に補強対策等を講じて基準に適
合させたが、引き続き適切な維持管理を行う。

（３） 地震・津波対策
（ア） 危険物施設
危険物施設については、地震・津波対策の推進にあたり、「東日本大
震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について（消防庁
危険物保安室長通知、平成24年１月31日消防危第28号）」等を踏ま
え、必要な措置を講じる。
また、屋外タンクの防油堤等については、「防油堤の漏えい防止措置
等について（平成10年3月20日消防庁通知）」等により対策を講ずる。

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1

イ 長周期地震動対策（危険物タンクのスロッシング対策）
特定屋外タンクについては、平成17年の関係消防法令の改正による液
面高さの適切な管理を行う。
また、この改正により新基準（平成17年4月施行）への適合が求められ
た浮き屋根式特定屋外タンクの浮き屋根については、補強対策等を講
じて適合させたが、引き続き適切な維持管理を行う。
さらに、新しい基準（平成24年4月施行）が求められた内部浮き蓋式特
定屋外タンクの浮き蓋についても、改修を行い基準に適合させたが、
引き続き適切な維持管理を行う。

 内部浮き蓋式屋外タンクについては、平成24年に新たに制定された基
 準に基づいて、対策を行うとともに、パン型及びバルクヘッド型の浮
 き蓋については、改修猶予期限にとらわれることなく早期に改修を図
 るように努める。

イ　長周期地震動対策（危険物タンクのスロッシング対策）
内部浮き蓋式屋外タンクについては、平成24年に新たに制定された基
準に基づいて、対策を行うとともに、パン型及びバルクヘッド型の浮
き蓋については、改修猶予期限にとらわれることなく早期に改修を図
るように努める。

令和６年４月１日現在に更
新
かわさき強靱化計画の令和5
年度の評価結果と整合性を
図るための修正

災害予防計画 3 1 1

（４） 風水害対策
風水害対策の推進については、「危険物施設の風水害対策の一層の推
進について（消防庁危険物保安室長通知、令和３年３月30日消防危第
49号）」等を踏まえ、規程類の整備及び必要な措置等を講じる。
（５） 施設、設備等の老朽化対策
ア  配管
埋設配管は、設計時に腐食劣化について十分な検討を行い、腐食危険
性、点検時のポイント等をリストアップし、腐食開孔部の早期発見に
努める。
高圧ガス配管については、配管腐食に起因する高圧ガス漏洩事故の防
止を図るため、「高圧ガス配管外面腐食検査に係る技術資料（作成：
平成19年３月、改訂：令和６年３月 神奈川県）」を参考に外面腐食防
止対策を講じるほか、保温材下の外面腐食に関しては、「石油精製業
及び石油化学工業における保温材下配管外面腐食（CUI）に関する維持
管理ガイドライン（平成24年２月一般社団法人 エンジニアリング協
会）」を参考に適切に維持管理を行う。
イ  タンク本体
現行法令に基づく各種検査・点検のほか、「屋外タンクの定期点検に
おける側板の点検方法等に関する指針（平成17年３月総務省消防
庁）」及び「特定屋外貯蔵タンクの側板の詳細点検に係るガイドライ
ンについて（平成25年３月総務省消防庁）」に基づく側板の点検を実
施する。また、重油等の加温タンクについては、断熱材部分の点検を
重点的に行う。

（４） 施設、設備等の老朽化対策
ア　配管
埋設配管は、設計時に腐食劣化について十分な検討を行い、腐食危険
性、点検時のポイント等をリストアップし、腐食開孔部の早期発見に
努める。
高圧ガス配管については、配管腐食に起因する高圧ガス漏洩事故の防
止を図るため、「高圧ガス配管外面腐食検査に係る技術資料（平成19
年３月神奈川県）」を参考に外面腐食防止対策を講じるほか、保温材
下の外面腐食に関しては、「石油精製業及び石油化学工業における保
温材下配管外面腐食（CUI）に関する維持管理ガイドライン（平成24年
２月一般社団法人 エンジニアリング協会）」を参考に適切に維持管理
を行う。
イ　タンク本体
現行法令に基づく各種検査・点検のほか、「屋外タンクの定期点検に
おける側板の点検方法等に関する指針（平成17年３月総務省消防
庁）」に基づく側板の点検を実施する。また、重油等の加温タンクに
ついては、断熱材部分の点検を重点的に行う。

令和６年４月１日現在に更
新
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災害予防計画 3 1 1

（６） （５） 緊急停止装置、保安電力等の安全対策
（７） （６）事故の早期検知
（８） （７）原子力災害に対する防災体制の整備 緊急措置

（５） 緊急停止装置、保安電力等の安全対策
（６） 事故の早期検知
（７） 原子力災害に対する緊急措置

神奈川県石油コンビナート
等防災計画との整合性を図
るための修正

災害予防計画 3 1 1
表や図の修正

あり（別添）
石災法第１９条に基づく共同防災組織の設置状況
（表・図１１）

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1

ウ　広域共同防災組織の確立
直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外タンク貯蔵所を所有する特定事業所にあっ
ては、「大容量泡放射システム」（大容量泡放水砲、大容量泡放水砲用防災
資機材等、大容量泡放水砲用泡消火薬剤等）を備え付けなければならないこ
とから、当京浜臨海地区においては、石災法第１９条の２の規定に基づき、広
域共同防災組織として「神奈川 ・静岡地区広域共同防災協議会」を設置して
いる たところである。複数の特別防災区域を管轄する組織となり、当市の京浜
臨海地区のほか をはじめ、根岸臨海地区 及び静岡県の清水地区を受け持つ
広域の共同防災組織となっている。
　なお、静岡県の清水地区の事業者は、該当タンク廃止に伴い令和５年３月
末に広域共同防災組織から退会したことから「神奈川地区広域共同防災協
議会」と名称変更をしている。

ウ　広域共同防災組織の確立
直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外タンク貯蔵所を所有する特定事業所
にあっては、「大容量泡放射システム」（大容量泡放水砲、大容量泡
放水砲用防災資機材等、大容量泡放水砲用泡消火薬剤等）を備え付け
なければならないことから、当京浜臨海地区においては、石災法第１
９条の２の規定に基づき、広域共同防災組織として「神奈川・静岡地
区広域共同防災協議会」を設置したところである。複数の特別防災区
域を管轄する組織となり、当市の京浜臨海地区をはじめ、根岸臨海地
区及び静岡県の清水地区を受け持つ広域の共同防災組織となってい
る。

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1
表や図の修正

あり（別添）
石災法第１９条の２に基づく広域共同防災組織の設置状況
（表・図１２）

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1

（２）大容量泡放射システムの概況
石災法第19 条の２の規定により広域共同防災組織が設置され、当市区
域には「神奈川 ・静岡地区広域共同防災協議会」を組織して、防災資
機材等及び防災要員に係る石災法の基準に基づき、次のような大容量
泡放射システムを配備している。

※「神奈川 ・静岡地区広域共同防災協議会」は、当市の他、京浜臨海地区
（横浜市区域）・清水地区の特定事業所を受け持つ。

（２）大容量泡放射システムの概況
石災法第19 条の２の規定により広域共同防災組織が設置され、当市区
域には「神奈川・静岡地区広域共同防災協議会」を組織して、防災資
機材等及び防災要員に係る石災法の基準に基づき、次のような大容量
泡放射システムを配備している。

※「神奈川・静岡地区広域共同防災協議会」は、当市の他、京浜臨海
地区（横浜市区域）・清水地区の特定事業所を受け持つ。

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1
表や図の修正

あり（別添）
大容量泡放射システムの資機材等
（表・図１３）

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1
表や図の修正

あり（別添）
川崎市内における大容量泡放射システムの該当タンク基数
（表・図１４）

令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 1 1
表や図の修正

あり（別添）
共同防災組織及び自衛防災組織における防災資機材等の設置状況
（表・図１５）

市年報に表をあわせた修正

災害予防計画 3 1 2
第２節　特定事業所以外の事業所の予防対策【臨海部国際戦略本部、
港湾局、経済労働局、川崎区、危機管理本部】

第２節　特定事業所以外の事業所の予防対策【臨海部国際戦略本部、港湾
局、経済労働局、川崎区】

担当局を明記（追加）

災害予防計画 3 1 2

１　特定事業所以外の事業所の防災対策
（中略）
　このような事業所の防災体制の構築を図るため川崎臨海部立地企業
等と関係局、川崎区等とで構成された川崎臨海防災協議会や川崎区危
機管理地域推進協議会等において～

１　特定事業所以外の事業所の防災対策
（中略）
　このような事業所の防災体制の構築を図るため川崎臨海部立地企業
等と関係局、川崎区等とで構成された川崎臨海防災協議会や川崎区危
機管理推進協議会等において～

前回改定時に修正漏れ、ま
たは確認不足

災害予防計画 3 2
第２章　防災関係機関における予防対策【危機管理本部、関係局区】 第２章　防災関係機関における予防対策 担当局を明記
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災害予防計画 3 2 1

第１節　特定事業所等に対する監督指導の徹底【消防局・港湾局等】
２　防災体制の整備推進
（２）予防規程・危害予防規程・防災規程
　消防局は、危険物を貯蔵し、取り扱う事業所又は高圧ガスを製造 処
 理する事業所における火災・爆発・その他の災害の発生又は拡大を防
止するため、危険物の取扱い作業・貯蔵方法、高圧ガスの製造に係る
保安上必要な事項、 ・災害発生時の災害応急措置、 ・その他の保安上
必要な事項等に関し、消防法第14 条の２、高圧ガス保安法第26条及び
石油コンビナート等災害防止法第18 条の規定に基づき具体的に予防規
程、危害予防規程及び防災規程を制定させ、事業所全般の保安管理の
徹底を図らせる。

第１節　特定事業所等に対する監督指導の徹底【消防局・港湾局等】
２　防災体制の整備推進
（２）予防規程・防災規程
　消防局は、危険物を貯蔵し、取り扱う事業所又は高圧ガスを処理す
る事業所における火災・爆発・その他の災害の発生又は拡大を防止す
るため、危険物の取扱い作業・貯蔵方法・災害発生時の災害応急措
置・その他危険物の保安上必要な事項等に関し、消防法第14 条の２及
び石油コンビナート等災害防止法第18 条の規定に基づき具体的に予防
規程及び防災規程を制定させ、事業所全般の保安管理の徹底を図らせ
る。

コンビナート地域の高圧ガ
ス保安法に係る事務・権限
の移譲に伴う修正及び所要
の整備

災害予防計画 3 2 1

（４）研究機関等
ア　川崎市コンビナート安全対策委員会消防局は、京浜臨海地区にお
ける事故の調査並びに事故防止のために講ずべき施策等に関して調査
審議し、行政施策を円滑に推進するため川崎市長が委嘱した学識経験
者により構成されている川崎市コンビナート安全対策委員会の審議結
果を尊重し、保安 危険物行政に反映させるものとする。
なお、委員会の組織運営等については、川崎市附 付属機関設置条例
（平成27年川崎市条例第１号）に定めがあるもののほか、川崎市コン
ビナート安全対策委員会要綱（平成27年26川消危第1651号）に定め
る。
イ　川崎市危険物等保安審議会
消防局は、消防法に基づく危険物、石油コンビナート等災害防止法に
基づく石油等及び高圧ガス保安法に基づく高圧ガス等（以下、「危険
物等」という。）の貯蔵・取扱いに関する課題等を調査審議し、その
安全確保を推進するために附 付属機関として設置された市内事業所の
学識経験者により構成される川崎市危険物等保安審議会の成果物を危
険物等行政に反映させるものとする。
なお、審議会の組織運営等については、川崎市附 付属機関設置条例
（平成27年川崎市条例第１号）に定めがあるもののほか、川崎市危険

（４）研究機関等
ア　川崎市コンビナート安全対策委員会消防局は、京浜臨海地区にお
ける事故の調査並びに事故防止のために講ずべき施策等に関して調査
審議し、行政施策を円滑に推進するため川崎市長が委嘱した学識経験
者により構成されている川崎市コンビナート安全対策委員会の審議結
果を尊重し、危険物行政に反映させるものとする。
なお、委員会の組織運営等については、川崎市付属機関設置条例（平
成27年川崎市条例第１号）に定めがあるもののほか、川崎市コンビ
ナート安全対策委員会要綱（平成27年26川消危第1651号）に定める。
イ　川崎市危険物保安審議会
消防局は、消防法に基づく危険物、石油コンビナート等災害防止法に
基づく石油等及び高圧ガス保安法に基づく高圧ガス等（以下、「危険
物等」という。）の貯蔵・取扱いに関する課題等を調査審議し、その
安全確保を推進するために付属機関として設置された市内事業所の学
識経験者により構成される川崎市危険物保安審議会の成果物を危険物
等行政に反映させるものとする。
なお、審議会の組織運営等については、川崎市付属機関設置条例（平
成27年川崎市条例第１号）に定めがあるもののほか、川崎市危険物保
安審議会要綱（平成27年26川消危第1650号）に定める。

コンビナート地域の高圧ガ
ス保安法に係る事務・権限
の移譲に伴う修正及び所要
の整備

災害予防計画 3 2 1

（５）相互応援体制の確立指導
危機管理本部 危機管理室及び消防局は、各自衛防災組織及び共同防災
組織が災害時において相互に応援、協力して防災活動を実施するよ
う、次の事項等について、あらかじめ応援協定の締結を指導する。

（５）相互応援体制の確立指導
危機管理室及び消防局は、各自衛防災組織及び共同防災組織が災害時
において相互に応援、協力して防災活動を実施するよう、次の事項等
について、あらかじめ応援協定の締結を指導する。

組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 2 2

１ 市の消防力
   市は、人命救助や被害の拡大等を防止し、市民、事業所及び付近船舶の
安全確保を図るため、的確な情報収集体制や効果的かつ迅速な体制がとれ
るよう大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車の３点セット中隊及
び消防艇等消防力を整備し、適正に配置するとともに、消防用資器 機材の整
備を図るものとする。

１ 市の消防力
   市は、人命救助や被害の拡大等を防止し、市民、事業所及び付近船
舶の安全確保を図るため、的確な情報収集体制や効果的かつ迅速な体
制がとれるよう大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車の３
点セット中隊及び消防艇等消防力を整備し、適正に配置するととも
に、消防用資機材の整備を図るものとする。

誤字の修正

災害予防計画 3 2 2
表や図の修正

あり（別添）
第三管区海上保安本部の消防力等概要
（表・図１６）

川崎海上保安署に確認した
消防力等を修正

災害予防計画 3 2 3
第３節　石油コンビナート等災害影響範囲の把握【危機管理本部 総務
 企画局危機管理室、消防局、川崎区】

第３節　石油コンビナート等災害影響範囲の把握【総務企画局危機管
理室、消防局、川崎区】

組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 2 4
第４節　海上流出油等防災体制の整備【危機管理本部 総務企画局危機
 管理室、港湾局、消防局】

第４節　海上流出油等防災体制の整備【総務企画局危機管理室、港湾
局、消防局】

組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 2 4
表や図の修正

あり（別添）
港湾局所属船舶諸元表
（表・図１７）

船舶更新に伴う修正

災害予防計画 3 2 5
第５節　防災訓練の実施【危機管理本部 総務企画局危機管理室、川崎
区、消防局】

第５節　防災訓練の実施【総務企画局危機管理室、川崎区】 組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 3
第３章　公共施設等の安全対策の推進【危機管理本部、関係局】 第３章　公共施設等の安全対策の推進 担当局を明記
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災害予防計画 3 3 1

３　トンネルの整備
   また、川崎港海底トンネルについては、引き続き適切に維持管理し
 耐震補強を実施するとともに、維持管理計画に基づく維持補修を行
 い、緊急輸送道路の確保に努める。

３　トンネルの整備
   また、川崎港海底トンネルについては、引き続き耐震補強を実施す
るとともに、維持管理計画に基づく維持補修を行い、緊急輸送道路の
確保に努める。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

災害予防計画 3 3 2

（３）河港水門の適正管理
河川パトロールの際において異常等を確認し、必要に応じて所要の措
置を講じるなど、適正な維持管理を行う。

（３）河港水門の適正管理
月１回水門の開閉作業を実施し、その異常の有無を点検し、所要の措
置を講じることと併せて、老朽化による機能不全を防ぐため、適正な
維持管理を行う。

船着場としての機能がなく
なり、水門の開閉が不要と
なったことから、開閉がで
きない構造に改良を実施し
たための修正

災害予防計画 3 3 5
第５節　公共事業施設の整備【危機管理本部】 第５節　公共事業施設の整備 担当局を明記

災害予防計画 3 3 5

５ 首都高速道路施設の整備
首都高速道路株式会社は、落橋や倒壊を起こさないよう「橋、高架の
道路等の新設及び補強に係る当面の措置について」（建設省道路局：
平成７年５月）やこれを踏まえて改訂された「橋、高架の道路等の技
術基準について」（建設省道路局長、都市局長通達：平成８年１１
月）に準拠した構造にしていくほか、利用者の安全対策など、地震防
災対策の一層の強化充実を図るとともに、災害に備え、道路構造物に
ついて常時点検を行うこととする。

５ 首都高速道路施設の整備
首都高速道路株式会社は、落橋や倒壊を起こさないよう「橋、高架の
道路等の新設及び補強に係る当面の措置について」（建設省道路局：
平成７年５月）に準拠した構造にしていくほか、利用者の安全対策な
ど、地震防災対策の一層の強化充実を図るとともに、災害に備え、道
路構造物について常時点検を行うこととする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

災害予防計画 3 3 6

第６節　航空機事故における災害の防止【危機管理本部】 第６節　航空機事故における災害の防止 担当局を明記

災害予防計画 3 4

第４章 津波対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、港湾局、関係
局、川崎区】

第４章 津波対策【総務企画局危機管理室、港湾局、関係局、川崎区】 組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 4 1

第１節　ソフト対策【危機管理本部、港湾局、関係局、川崎区】 第１節　ソフト対策 担当局を明記

災害予防計画 3 4 1

２ 防潮扉の開閉に係る運用
港湾局からの指示に基づき、開閉を委託されている事業所が開閉を現
在行っているが、高潮警報・津波警報・大津波警報が発令された場合
は、急を要するため、港湾局の指示がなくとも事業所が閉鎖するもの
とする。 災害時には通信の輻輳等により適時に指示ができないことが
 予想されることから、防潮扉の開閉基準などの改善を行う。

２ 防潮扉の開閉に係る運用
港湾局からの指示に基づき、開閉を委託されている事業所が開閉を現
在行っているが、災害時には通信の輻輳等により適時に指示ができな
いことが予想されることから、防潮扉の開閉基準などの改善を行う。

防潮扉閉鎖要領の改正に伴
う修正

災害予防計画 3 4 1
（資料編　津波避難施設 及び避難場所一覧）
（資料編　指定避難所・広域避難場所）

（資料編　津波避難施設及び避難場所一覧） 資料編との整合性を図るた
めの修正

災害予防計画 3 4 2
第２節　ハード対策【港湾局、危機管理本部】 第２節　ハード対策 担当局を明記

災害予防計画 3 5
第５章　情報連絡体制の整備【危機管理本部 総務企画局危機管理室、
臨海部国際戦略本部、関係局、川崎区】

第５章　情報連絡体制の整備【総務企画局危機管理室、関係局、川崎
区】

組織改正に伴う修正
担当局を明記（追加）

災害予防計画 3 5
災害時において～　　、川崎区等で構成された川崎臨海部防災協議会
や川崎区危機管理地域推進協議会等における

　災害時において～　　、川崎区等で構成された川崎臨海部防災協議
会や川崎区危機管理推進協議会等における

前回改定時に修正漏れ、ま
たは確認不足

災害予防計画 3 5 1
第１節 情報通信設備の確保【危機管理本部、港湾局、消防局、川崎
区】

第１節　情報通信設備の確保 担当局を明記
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災害予防計画 3 5 1

（２）災害時の通信設備
（中　略）
イ　市と防災関係機関等との通信手段
　（削除）移動系防災行政無線設備については、市と防災関係機関等
との間、市役所庁舎と区役所庁舎、避難所等との間で通信するため、
また、ＭＣＡ無線及び特設公衆電話については、市と帰宅困難者一時
滞在施設との間で通信するため、市で整備している。（削除）
（中　略）
エ　市内部の通信手段
（ア）（削除）移動系防災行政無線設備

（２）災害時の通信設備
（中　略）
イ　市と防災関係機関等との通信手段
　デジタル移動系防災行政無線設備については、市と防災関係機関等
との間、市役所庁舎と区役所庁舎、避難所等との間で通信するため、
ＭＣＡ無線及び特設公衆電話については、市と帰宅困難者一時滞在施
設との間で通信するため、市で整備している。通信方法は、直接通信
及び専用通信を優先的に利用するものとする。
（中　略）
エ　市内部の通信手段
（ア）デジタル移動系防災行政無線設備

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 5 2
第２節 災害情報の収集・伝達体制の整備【危機管理本部、港湾局、
消防局、臨海部国際戦略本部、川崎区】

第２節　災害情報の収集・伝達体制の整備 担当局を明記

災害予防計画 3 5 2

１　情報収集・伝達体制
（中　略）
（４）タクシー無線
　災害発生直後の市内の被害状況を迅速に把握するため、一般社団法
人神奈川県タクシー協会川崎支部、川崎個人タクシー協同組合及び川
崎第一個人タクシー協同組合との協定に基づき、協会及び組合に加盟
する各社が保有するタクシー無線を活用して、被害情報の収集を図る
ものとする。

（中　略）

（７）非常通信 無線
　災害時において、有線通信等が途絶又は輻輳し、かつ無線通信設備
についても重大な障害等が発生して防災関係機関等相互の通信が困難
になった場合は、関東地方非常通信協議会に加入の各機関所属無線局
等を利用し、災害に関する通信の確保を図るものとする。〔電波法第
５２条第４号 項に定める非常通信に該当〕

（中　略）

（１）災害情報カメラ
市役所南庁舎 市役所第３庁舎、川崎市港湾振興会館（川崎マリエ
ン）、西生田中継所及び多摩区総合庁舎に設置している災害情報カメ
ラ（このうち、臨海部及び周辺地域の映像確認用としては市役所南庁
舎 市役所第３庁舎及び川崎市港湾振興会館：川崎マリエンに設置の各
カメラ）からの映像情報を、市災害対策本部の大型映像画面、市総合
防災情報システム等に映写し、被害状況の把握、応急対策活動等に活
用する。

１　情報収集・伝達体制
（中　略）
（４）タクシー無線
　災害発生直後の市内の被害状況を迅速に把握するため、社団法人神
奈川県タクシー協会川崎支部、川崎個人タクシー協同組合及び川崎第
一個人タクシー協同組合との協定に基づき、協会及び組合に加盟する
各社が保有するタクシー無線を活用して、被害情報の収集を図るもの
とする。

（中　略）

（７）非常無線
　災害時において、有線通信等が途絶又は輻輳し、かつ無線通信設備
についても重大な障害等が発生して防災関係機関等相互の通信が困難
になった場合は、関東地方非常通信協議会に加入の各機関所属無線局
等を利用し、災害に関する通信の確保を図るものとする。〔電波法第
５２条第４項に定める非常通信に該当〕

（中　略）

（１）災害情報カメラ
市役所第３庁舎、川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）、西生田中継
所及び多摩区総合庁舎に設置している災害情報カメラ（このうち、臨
海部及び周辺地域の映像確認用としては市役所第３庁舎及び川崎市港
湾振興会館：川崎マリエンに設置の各カメラ）からの映像情報を、市
災害対策本部の大型映像画面、市総合防災情報システム等に映写し、
被害状況の把握、応急対策活動等に活用する。

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 5 2

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　神奈川県・横浜市・川崎市災害時映像情報相互提供システ
ムの運用に関する覚書）
（ 資料編　神奈川県石油コンビナート等防災相互通信用無線局の管理
及び運用に関する協定書）
（ 資料編　災害時タクシー無線の災害情報通信の協力に関する協定
（神奈川県タクシー協会川崎支部、川崎個人タクシー協同組合、川崎
第１個人タクシー協同組合 神奈川県乗用自動車協会川崎支部ほか））
（ 資料編　災害時アマチュア無線の災害情報通信の協力に関する協定
（川崎市アマチュア無線情報ネットワーク））
（ 資料編　関東地方非常通信協議会会則）

（資料編　神奈川県・横浜市・川崎市災害時映像情報相互提供システ
ムの運用に関する覚書）
（資料編　神奈川県石油コンビナート等防災相互通信用無線局の管理
及び運用に関する協定書）
（資料編　災害時タクシー無線の災害情報通信の協力に関する協定
（神奈川県乗用自動車協会川崎支部ほか））
（資料編　災害時アマチュア無線の災害情報通信の協力に関する協定
（川崎市アマチュア無線情報ネットワーク））
（資料編　関東地方非常通信協議会会則）

時点更新に伴う修正
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災害予防計画 3 5 3
第３節　連絡体制【危機管理本部】 第３節　連絡体制 担当局を明記

災害予防計画 3 5 4
第４節　防災行政無線等の運用【危機管理本部】 第４節　防災行政無線等の運用 担当局を明記

災害予防計画 3 5 4

１　無線設備の整備
（１）防災行政無線の構成
　（削除）防災行政無線は、次の系統により構成する。
　　ア　多重系
　　イ　（削除）移動系
　　ウ　衛星系
　　エ　同報系
　　（削除）
　　（削除）
（２）防災行政無線の統制
　（削除）防災行政無線設備全体の運用を統制するため、本庁舎６階
 市役所第３庁舎７階に無線統制局を置く。（削除）

（３）電源確保
　災害による停電等に備えて、無線設備の運用に万全を期するため、
発動発電機、蓄電池等の非常用電源設備の配置を行い、重要な無線設
備の使用可能時間を３日以上確保できるよう努める。
２　運用
　（削除）防災行政無線は、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、
「川崎市防災行政無線管理運用要綱」等に基づき、（削除）運用す
る。

１　無線設備の整備
（１）防災行政無線の構成
　市防災行政無線は、次の系統により構成する。
　　ア　多重系
　　イ　デジタル移動系
　　ウ　衛星系
　　エ　同報系
　　オ　テレメータ系
　　カ　ＭＣＡ無線（財団法人移動無線センターによる運営）
（２）防災行政無線の統制
　市防災行政無線設備全体の運用を統制するため、市役所第３庁舎７
階に無線統制局を置く。ただし、ＭＣＡ無線については財団法人移動
無線センターが統制を行う。
（３）電源確保
　災害による停電等に備えて、無線設備の運用に万全を期するため、
発動発電機、蓄電池等の非常用電源設備の配置を行い、重要な無線設
備の使用可能時間を３日以上確保できるよう努める。
２　運用
　市防災行政無線は、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、「川崎
市防災行政無線管理運用要綱」等に基づき、次のとおり運用する。

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 5 4

（削除） （１）無線通信の手段
ア　多重系は、市役所、区役所、支所等との間で、音声及びファクシ
ミリによる通信を行う。
イ　移動系は、市役所、区役所、支所、防災関係機関等との間で、半
固定型無線機、車載型無線機及び携帯型無線機により、音声、ファク
シミリによる通信を行う。
ウ　衛星系は、本市と国や他自治体との間で、音声、ファクシミリ、
データ及び映像による通信を行う。
エ　同報系は、屋外受信機及び戸別受信機に対し、音声による一斉通
報を行う。
オ　テレメータ系は、雨量、水位及び潮位の観測データの通信を行
う。
カ　ＭＣＡ無線は、市災害対策本部長、区本部長、市災害対策本部事
務局、区本部事務局、帰宅困難者一時滞在施設等との間で、音声によ
る通信を行う。
（２）通信の種類
ア　個別通信：２無線局相互間の音声、ファクシミリ及び映像通信
イ　順次通報：ファクシミリ設置局に対し、組織別に順次行う通報
ウ　一斉通報：各無線局に対し、音声又はファクシミリにより一斉に
行う通報
エ　非常一斉通報：緊急事態においてのみ、固定系、デジタル移動
系、同報系の全無線局に対し、音声により一斉に行う最優先の通報

時点更新に伴う修正
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災害予防計画 3 5 4

（削除）

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　川崎市防災行政無線管理運用規程）
（ 資料編　川崎市防災行政無線管理運用要綱）
（ 資料編　川崎市防災行政無線系統図）
（ 資料編　同報系屋外受信機設置一覧表（川崎区、幸区、中原区））
（ 資料編　雨量・水位・潮位観測局設置図）

（３）運用時間
　常時とする。
（４）管理及び運用組織
　無線局を統括するために「統括管理者」及び「副統括管理者」を置
き、無線設備を管理する責任者として「無線管理者」を置く。また、
各無線局には「無線使用管理者」をそれぞれ配置し、運用するにあた
り、「通信取扱責任者」及び「通信取扱者」を無線使用管理者の下に
置く。なお、統括管理者は総務企画局長とする。
（５）通信統制
　非常災害時において、通信回線の混信、輻輳等を避けるため統括管
理者は、通話時間統制及び発着信統制を行う。ただし、ＭＣＡ無線に
ついては財団法人移動無線センターの統制に従う。

（資料編　川崎市防災行政無線管理運用規程）
（資料編　川崎市防災行政無線管理運用要綱）
（資料編　川崎市防災行政無線系統図）
（資料編　同報系屋外受信機設置一覧表（川崎区、幸区、中原区））
（資料編　雨量・水位・潮位観測局設置図）

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 5 5
第５節　衛星通信の運用【危機管理本部、消防局】 第５節　衛星通信の運用 担当局を明記

災害予防計画 3 5 5

　国及び他自治体との情報受伝達並びに災害映像の送受信、他自治体
との相互応援協定に基づく応援要請を行うため、衛星通信を活用し運
用するものとする。
１　無線設備の配置
　電話及び（削除）映像の送受信が行える衛星地球局設備を市役所本
庁舎 第３庁舎に配置するとともに、各区役所、消防局及び多摩防災セ
ンターに衛星系映像受信専用装置(TVRO)を配置する。
２　運用
　衛星地球局の運用については、「川崎市防災行政無線管理運用規
程」、「川崎市防災行政無線管理運用要綱」等に基づき、（削除）運
用する。
（削除）

　国及び他自治体との情報受伝達並びに災害映像の送受信、他自治体
との相互応援協定に基づく応援要請を行うため、衛星通信を活用し運
用するものとする。
１　無線設備の配置
　電話及びファクシミリ並びに映像の送受信が行える衛星地球局設備
を市役所第３庁舎に配置するとともに、各区役所、消防局及び多摩防
災センターに衛星系映像受信専用装置(TVRO)を配置する。
２　運用
　衛星地球局の運用については、「川崎市防災行政無線管理運用規
程」、「川崎市防災行政無線管理運用要綱」等に基づき、次のとおり
運用する。
（１）統制局における通信内容
ア　国からの音声一斉指令及びファクシミリ一斉指令の受信
イ　国及び他自治体との電話、ファクシミリ、データ及び映像情報の
送受信
（２）消防局における通信内容
ア　国（消防庁）からの音声一斉指令及びファクシミリ一斉指令の受
信
イ　市役所、国及び他自治体からの映像情報の受信
（３）各区役所及び多摩防災センターにおける通信内容
　市役所、国及び他自治体からの映像情報の受信

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 5 6
第６節　防災相互無線の運用【危機管理本部、消防局】 第６節　防災相互無線の運用 担当局を明記

災害予防計画 3 6
第６章　液状化、長周期地震動対策【危機管理本部 総務企画局危機管
 理室、港湾局、消防局、関係局】

第６章　液状化、長周期地震動対策【総務企画局危機管理室、港湾
局、消防局、関係局】

組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 6 1

第１節　液状化対策【危機管理本部、港湾局、消防局】 第１節　液状化対策 担当局を明記
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災害予防計画 3 6 1

１　臨港地区内における緊急輸送道路の液状化対策
（略）
臨港地区内の緊急輸送道路指定
路線を対象に、必要に応じ液状化の検討・対策 の検討を行い、輸送路
の確保を図る。

１　臨港地区内における緊急輸送道路の液状化対策
（略）
臨港地区内の緊急輸送道路指定
路線を対象に液状化対策の検討を行い、輸送路の確保を図る。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

災害予防計画 3 6 2

第２節　長周期地震動対策【消防局、危機管理本部】 第２節　長周期地震動対策 担当局を明記

災害予防計画 3 6 2

本市臨海部においては、海溝部で発生する南海トラフ地震 東海地震や
東南海地震などにより発生する長周期地震動の影響が危惧されること
から、コンビナート地域の保安対策の強化を図るため危険物屋外タン
クの長周期地震動対策を推進する。
 消防局は、特定事業所に対し、未だ長周期地震動に伴う耐震基準を満
 足しない内部浮き蓋付き特定屋外タンクについて、法令基準の改修期
 限に捉われることなく、危険性評価を考慮し、できるだけ早期にこれ
 ら耐震基準を満足する「新基準」への改修を進めるよう指導する。

本市臨海部においては、海溝部で発生する東海地震や東南海地震など
により発生する長周期地震動の影響が危惧されることから、コンビ
ナート地域の保安対策の強化を図るため危険物屋外タンクの長周期地
震動対策を推進する。
消防局は、特定事業所に対し、未だ長周期地震動に伴う耐震基準を満
足しない内部浮き蓋付き特定屋外タンクについて、法令基準の改修期
限に捉われることなく、危険性評価を考慮し、できるだけ早期にこれ
ら耐震基準を満足する「新基準」への改修を進めるよう指導する。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ため
の修正
令和６年４月１日現在に更
新

災害予防計画 3 7
第７章　帰宅困難者対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、川崎
 区、関係局】

第７章　帰宅困難者対策【総務企画局危機管理室、川崎区、関係局】 組織改正に伴う修正

災害予防計画 3 7 4

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　災害時における帰宅困難者支援に関する協定書）
（帰宅困難者に対する一時滞在施設の使用に関する協定書）

（資料編　災害時における帰宅困難者支援に関する協定書）
川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

災害予防計画 3 8

第８章　臨海部事業所、市民等への情報提供【危機管理本部 総務企画
 局危機管理室、シティプロモーション推進室、消防局、臨海部国際戦
略本部、川崎区 、消防局】

第８章　臨海部事業所、市民等への情報提供【総務企画局危機管理
室、シティプロモーション推進室、川崎区、消防局】

組織改正に伴う修正
担当局の明記（追加）

災害予防計画 3 8 1

第1節 情報伝達手段の整備【危機管理本部、シティプロモーション推
進室、消防局、川崎区】

第1節　情報伝達手段の整備 担当局を明記

災害予防計画 3 8 1

２ 緊急速報メール
災害時などの通信規制や輻輳の影響がなく、事前に電話番号やメール
アドレスを登録する必要がない、緊急速報メール（ＮＴＴドコモ※、
ａｕ、ソフトバンク、楽天モバイル Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ）を活用して伝
達する。 ※ＮＴＴドコモの名称：緊急速報「エリアメール」
３ ホームページ
市ホームページ、川崎市防災ポータルサイト 市防災情報ポータルサイ
 ト及び携帯電話向けのモバイル川崎に掲載する。
（中　略）
12 ソーシャル・ネットワーキング・サービス
X等を活用し、文字による情報提供に努める。  ツイッター等による文
 字情報の伝達を行い、利用者を介した情報伝達範囲の拡大を図る。

２ 緊急速報メール
災害時などの通信規制や輻輳の影響がなく、事前に電話番号やメール
アドレスを登録する必要がない、緊急速報メール（ＮＴＴドコモ※、
ａｕ、ソフトバンク、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ）を活用して伝達する。 ※Ｎ
ＴＴドコモの名称：緊急速報「エリアメール」
３ ホームページ
市ホームページ、市防災情報ポータルサイト及び携帯電話向けのモバ
イル川崎に掲載する。
（中　略）
12 ソーシャル・ネットワーキング・サービス
ツイッター等による文字情報の伝達を行い、利用者を介した情報伝達
範囲の拡大を図る。

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 8 2

第２節 情報提供の内容【危機管理本部、シティプロモーション推進
室、消防局、川崎区】

第２節　情報提供の内容 担当局を明記
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災害予防計画 3 8 2
表や図の修正

あり（別添）
情報提供の内容
（表・図１８）

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 8 3
第３節　協定に基づく情報提供【危機管理本部】 第３節　協定に基づく情報提供 担当局を明記

災害予防計画 3 8 3

次の報道機関等は市との協定に基づき、自らが所有する情報提供手段
を用いて、臨海部事業所、市民等へ情報提供を行う。
１ 日本放送協会横浜放送局（テレビ・ラジオ）
２ 株式会社アールエフラジオ日本（ラジオ）
３ 株式会社テレビ神奈川（テレビ）
４ 横浜エフエム放送株式会社（ラジオ）
５ かわさき市民放送株式会社（ラジオ）
６ イッツ・コミュニケーションズ株式会社（ケーブルテレビ）
７ ６ ＹＯＵテレビ株式会社（ケーブルテレビ）
８ 株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局（ケーブルテレビ）
９ ７ 株式会社レスキューナウ（インターネット）
10 ８ 合同会社クリエイティブワークス（電子広告媒体）
11 ダイドードリンコ株式会社（電子広告媒体）

次の報道機関等は市との協定に基づき、自らが所有する情報提供手段
を用いて、臨海部事業所、市民等へ情報提供を行う。
１ 日本放送協会横浜放送局（テレビ・ラジオ）
２ 株式会社アールエフラジオ日本（ラジオ）
３ 株式会社テレビ神奈川（テレビ）
４ 横浜エフエム放送株式会社（ラジオ）
５ かわさき市民放送株式会社（ラジオ）
 
６ ＹＯＵテレビ株式会社（ケーブルテレビ）

７ 株式会社レスキューナウ（インターネット）
８ 合同会社クリエイティブワークス（電子広告媒体）

時点更新に伴う修正

災害予防計画 3 8 3

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送））
（ 資料編　災害時等における放送要請に関する協定書（日本放送協会
横浜放送局、アールエフラジオ日本、テレビ神奈川、横浜エフエム放
送））
（ 資料編　災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要
請に関する協定）
（ 資料編　放送と通信サービスを活用した防災気象情報の提供に関す
る覚書（イッツ・コミュニケーションズ株式会社、YOUテレビ株式会
社、株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局））
（ 資料編　地上デジタル放送を活用した防災気象情報の提供に関する
覚書(株式会社テレビ神奈川））
（ 資料編　災害情報等の相互提供に関する協定（株式会社レスキュー
ナウ））
　（ 資料編 電子広告媒体を活用した防災気象情報の提供に関する協定
（合同会社クリエイティブワークス、ダイドードリンコ株式会社））
　（ 資料編　特設公衆電話の設置。利用に関する覚書）

（資料編　災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送））
（資料編　災害時等における放送要請に関する協定書（日本放送協会
横浜放送局、アールエフラジオ日本、テレビ神奈川、横浜エフエム放
送））
（資料編　災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要
請に関する協定）
（資料編　放送と通信サービスを活用した防災気象情報の提供に関す
る覚書（イッツ・コミュニケーションズ株式会社、YOUテレビ株式会
社、株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局））
（資料編　地上デジタル放送を活用した防災気象情報の提供に関する
覚書(株式会社テレビ神奈川））
（資料編　災害情報等の相互提供に関する協定（株式会社レスキュー
ナウ））
　（資料編 電子広告媒体を活用した防災気象情報の提供に関する協定
（合同会社クリエイティブワークス、ダイドードリンコ株式会社））
　（資料編　特設公衆電話の設置。利用に関する覚書）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 1

第1章 防災組織体制【危機管理本部 総務企画局危機管理室、関係局 、
 川崎区】

第1章 防災組織体制【総務企画局危機管理室、関係局、川崎区】 組織改正に伴う修正

応急対策 4 1 1
第１節　初動体制の強化【危機管理本部】 第１節　初動体制の強化 担当局を明記
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応急対策 4 1 1

１ 宿日直体制
   夜間、休日等における災害等の危機事象発生に備え、初動対応を迅
速・的確に実施するため、また、本庁舎６階危機管理本部 第３庁舎７
 階・危機管理室において、災害対策本部の早急な対応を図るため、次
の任務について、危機管理リーダー及び危機管理情報員が輪番制によ
り、宿日直に従事する。

１ 宿日直体制
   夜間、休日等における災害等の危機事象発生に備え、初動対応を迅
速・的確に実施するため、また、第３庁舎７階・危機管理室におい
て、災害対策本部の早急な対応を図るため、次の任務について、危機
管理リーダー及び危機管理情報員が輪番制により、宿日直に従事す
る。

時点更新に伴う修正

応急対策 4 1 1

１ 災害に関する情報収集（高所災害情報カメラ、ヘリコプターテレビ
電送システムに
よる被害状況調査を含む。）及び連絡
２ 危機管理本部 総務企画局危機管理監との連絡
３ 災害応急対策活動に必要な職員及び本部事務局員の動員
４ 防災関係機関、報道機関との連絡
５ 災害対策本部又は災害警戒本部の開設準備
６ 市民広報（市民向けメール送信、防災行政無線等各種広報媒体の活
用）
７ その他災害対策上必要な事項

１ 災害に関する情報収集（高所災害情報カメラ、ヘリコプターテレビ
電送システムに
よる被害状況調査を含む。）及び連絡
２ 総務企画局危機管理監との連絡
３ 災害応急対策活動に必要な職員及び本部事務局員の動員
４ 防災関係機関、報道機関との連絡
５ 災害対策本部又は災害警戒本部の開設準備
６ 市民広報（市民向けメール送信、防災行政無線等各種広報媒体の活
用）
７ その他災害対策上必要な事項

組織改正に伴う修正

応急対策 4 1 2

第２節 石油コンビナート等防災本部（県）【神奈川県、危機管理本
部】

第２節　石油コンビナート等防災本部（県） 担当局を明記

応急対策 4 1 2

（４）事務局
防災本部の運営を円滑に実施するため、防災本部に事務局を設置し、
県くらし安全防災局消防保安課 工業保安課職員をもって構成する。

（４）事務局
防災本部の運営を円滑に実施するため、防災本部に事務局を設置し、
県くらし安全防災局工業保安課職員をもって構成する。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 1 3
第３節　市の活動体制【危機管理本部、関係局区】 第３節　市の活動体制 担当局を明記

応急対策 4 1 3
表や図の修正

あり（別添）
川崎市災害警戒体制
（表・図１９）

組織改正に伴う修正
川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 1 3
表や図の修正

あり（別添）
川崎市災害警戒本部
（表・図２０）

組織改正に伴う修正
川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 1 3
表や図の修正

あり（別添）

神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部
（表・図２１）
（表・図２２）

組織改正に伴う修正
川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 1 3

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部設置要
綱）

（資料編　神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部設置要
綱）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 1 4

第４節　応援協力体制【消防局、危機管理本部、港湾局、関係局】 第４節　応援協力体制 担当局を明記

応急対策 4 1 4

１　本市と他機関等との協定
災害時における緊急輸送の応援に関する協定
一般社団法人神奈川県トラック協会 神奈川県トラック
 協会川崎支部
平成26年3月5日 平成16年3月26日

１　本市と他機関等との協定
災害時における緊急輸送の応援に関する協定
神奈川県トラック協会川崎支部

平成16年3月26日

時点更新に伴う修正
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応急対策 4 1 4

２　事業所間
京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会
令和２年４月１７日（一部改正） 昭和６１年４月１８日（改正）

２　事業所間
京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会
昭和６１年４月１８日（改正）

時点更新に伴う修正

応急対策 4 1 4
表や図の修正

あり（別添）
本市と他機関の協定
（表・図２３）

時点更新に伴う修正

応急対策 4 1 4

３　自衛隊に対する応援要請
（中略）
イ　自衛隊派遣要請の依頼事務手続は、市長の指示により、危機管理
本部 総務企画局危機管理室が、文書により、県知事に対し行う。

（中略）
エ　自衛隊との連絡窓口
危機管理本部 総務企画局危機管理室を窓口とする。

（中略）

（５）ヘリコプターの離着陸場所
川崎市地域防災計画　資料編　臨時離着陸場一覧表のとおり。

３　自衛隊に対する応援要請
（中略）
イ　自衛隊派遣要請の依頼事務手続は、市長の指示により、総務企画
局危機管理室が、文書により、県知事に対し行う。

（中略）
エ　自衛隊との連絡窓口
総務企画局危機管理室を窓口とする。

（中略）

（５）ヘリコプターの離着陸場所
資料編　臨時離着陸場一覧表のとおり。

組織改正に伴う修正

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 1 4

（資料編　京浜港船舶津波対策協議会会則）
（資料編　京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会
則）

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　神奈川県下消防相互応援協定）
（ 資料編　東京湾消防相互応援協定）
（ 資料編　東京消防庁・横浜市・川崎市・千葉市航空機消防相互応援
協定）
（ 資料編　東京消防庁・川崎市消防相互応援協定）
（ 資料編　扇島に関する消防業務協約）
（ 資料編　横浜海上保安部と川崎市消防局との業務協定）
（ 資料編　東京湾アクアライン消防相互応援協定書）
（ 資料編　鉄道災害における鉄道事業者と消防機関との連携に関する
協定書）
（ 資料編　東京電力株式会社東西連係ガス導管消防相互応援協定書）

（資料編　神奈川県下消防相互応援協定）
（資料編　東京湾消防相互応援協定）
（資料編　東京消防庁・横浜市・川崎市・千葉市航空機消防相互応援
協定）
（資料編　東京消防庁・川崎市消防相互応援協定）
（資料編　扇島に関する消防業務協約）
（資料編　横浜海上保安部と川崎市消防局との業務協定）
（資料編　東京湾アクアライン消防相互応援協定書）
（資料編　鉄道災害における鉄道事業者と消防機関との連携に関する
協定書）
（資料編　東京電力株式会社東西連係ガス導管消防相互応援協定書）

資料編との整合性を図るた
め

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正
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応急対策 4 1 4

（ 資料編　緊急時における消火薬剤需給協定書）
（ 資料編　東京湾排出油等防除協議会会則）
（ 資料編　川崎管内排出油等防除協議会会則）
（ 資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定・実施細目）
（ 資料編　災害時における救援活動に関する協定・実施細目）
（ 資料編　災害時における緊急措置の支援に関する協定・実施細目）
（ 資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書
（神奈川建設重機協同組合））
（ 資料編　災害時における緊急輸送の応援に関する協定（神奈川県ト
ラック協会 川崎支部））
（ 資料編　川崎港東扇島地区港湾広域防災施設等の管理に関する協定
書（国土交通省関東地方整備局））
（ 資料編　京浜港台風対策協議会会則）
 （資料編　京浜港船舶津波対策協議会会則）
（ 資料編　九都県市災害時相互応援等に関する協定・実施細目）
 （資料編　京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会
 則）
（ 資料編　臨時離着陸場一覧表）

（資料編　緊急時における消火薬剤需給協定書）
（資料編　東京湾排出油等防除協議会会則）
（資料編　川崎管内排出油等防除協議会会則）
（資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定・実施細目）
（資料編　災害時における救援活動に関する協定・実施細目）
（資料編　災害時における緊急措置の支援に関する協定・実施細目）
（資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書
（神奈川建設重機協同組合））
（資料編　災害時における緊急輸送の応援に関する協定（神奈川県ト
ラック協会川崎支部））
（資料編　川崎港東扇島地区港湾広域防災施設等の管理に関する協定
書（国土交通省関東地方整備局））
（資料編　京浜港台風対策協議会会則）
（資料編　京浜港船舶津波対策協議会会則）
（資料編　九都県市災害時相互応援に関する協定・実施細目）
（資料編　京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会
則）
（資料編　臨時離着陸場一覧表）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 2 1

（前　略）
 ３　連絡窓口
 災害発生後の情報錯綜等の混乱を避けるため、市、臨海部事業所及び
 防災関係機関等は情報連絡を総括する連絡責任者を配置するととも
 に、通信連絡に使用する機器を指定して窓口を統一し、通信連絡体制
 の確立を図る。

３　高潮等に関する情報受伝達体制
　　高潮による被害の軽減を図るため、気象庁が発表する高潮警報・
注意報を、次の伝達系統により、迅速かつ正確に伝達するものとす
る。

４　連絡窓口
災害発生後の情報錯綜等の混乱を避けるため、市、臨海部事業所及び
防災関係機関等は情報連絡を総括する連絡責任者を配置するととも
に、通信連絡に使用する機器を指定して窓口を統一し、通信連絡体制
の確立を図る。

（前　略）
３　連絡窓口
災害発生後の情報錯綜等の混乱を避けるため、市、臨海部事業所及び
防災関係機関等は情報連絡を総括する連絡責任者を配置するととも
に、通信連絡に使用する機器を指定して窓口を統一し、通信連絡体制
の確立を図る。

３　高潮等に関する情報受伝達体制
　　高潮による被害の軽減を図るため、気象庁が発表する高潮警報・
注意報を、次の伝達系統により、迅速かつ正確に伝達するものとす
る。

３項の重複に伴う修正

応急対策 4 2 1
表や図の修正

あり（別添）
地震情報等の情報受伝達体制
（表・図２４）

組織改正に伴う修正

応急対策 4 2
第２章　災害情報の収集・伝達【危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、消防局、各局室区】

第２章　災害情報の収集・伝達【総務企画局危機管理室、消防局、各
局室区】

組織改正に伴う修正
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応急対策 4 2 2
表や図の修正

あり（別添）

第２節　災害情報の連絡及び報告
２　消防局の措置
（１）災害の通報を受けた消防局指令センターは、直ちにその旨を危
機管理本部 総務企画局危機管理本部に報告するとともに、石油コンビ
ナート等防災本部並びに県警察及び海上保安本部に連絡しなければな
らない。

＜連絡及び報告先＞
（表・図２５）

４　報告の内容
（１）消防局は、即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合
は、火災・災害等に関する即報を神奈川県（くらし安全防災局消防保
安課 安全防災局工業保安課）を通じて消防庁へ行う。
（３）消防局は、直接即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当
する火災・災害等が発生した場合は、第一報を神奈川県（くらし安全
防災局消防保安課 安全防災局工業保安課）に加え、消防庁に対しても
報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合は、
第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対して行う。

第２節　災害情報の連絡及び報告
２　消防局の措置
（１）災害の通報を受けた消防局指令センターは、直ちにその旨を総
務企画局危機管理本部に報告するとともに、石油コンビナート等防災
本部並びに県警察及び海上保安本部に連絡しなければならない。

＜連絡及び報告先＞

４　報告の内容
（１）消防局は、即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合
は、火災・災害等に関する即報を神奈川県（安全防災局工業保安課）
を通じて消防庁へ行う。
（３）消防局は、直接即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当
する火災・災害等が発生した場合は、第一報を神奈川県（安全防災局
工業保安課）に加え、消防庁に対しても報告する。この場合におい
て、消防庁長官から要請があった場合は、第一報後の報告について
も、引き続き消防庁に対して行う。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 2 2
表や図の修正

あり（別添）
報告様式（表・図２６）

時点更新に伴う修正

応急対策 4 3
第３章　災害の防ぎょ活動【危機管理本部、関係局区】 第３章　災害の防ぎょ活動 担当局を明記

応急対策 4 3 1
第１節　特定事業所等における防ぎょ活動【消防局】 第１節　特定事業所等における防ぎょ活動 担当局を明記

応急対策 4 3 1

（資料編　災害応急措置に係る相互応援確認書）
（資料編 石油コンビナート等特別防災区域内の備蓄消火薬剤等の状
況）
（資料編 京浜港（横浜・川崎）における津波対策に関する関係機関
との合同指針）

（資料編　災害応急措置に係る相互応援確認書） 資料編との整合性を図るた
めの修正

応急対策 4 3 2

１　危険物施設等の防ぎょ活動【消防局】

（中略）

（４）部隊運用
　特別防災区域内における消防隊等の出場は、別に規定する災害出場
区分によるものとする。
　※　第３部第２章第２節　１（２ １）石油コンビナート等防災区域
における火災出場体制

１　危険物施設等の防ぎょ活動【消防局】

（中略）

（４）部隊運用
　特別防災区域内における消防隊等の出場は、別に規定する災害出場
区分によるものとする。
　※　第３部第２章第２節　１（１）石油コンビナート等防災区域に
おける火災出場体制

参照箇所の修正

応急対策 4 3 2
２　海上流出油災害【危機管理本部 総務企画局危機管理室、港湾局、
消防局、川崎区】

２　海上流出油災害【総務企画局危機管理室、港湾局、消防局、川崎
区】

組織改正に伴う修正

応急対策 4 3 2
表や図の修正

あり（別添）
（表・図２７）

組織改正に伴う修正
川崎市地域防災計画（都市
災害対策編）と整合性を図
るための修正
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応急対策 4 3 2

（イ）救急・救助活動に必要な資器 機材は、原則として、当該活動を
実施する機関が携行するものとする。
（ウ）市は、必要に応じ、関係事業者等からの協力等により、救助・
救急活動のための資器 機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行う
ものとする。

（イ）救急・救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実
施する機関が携行するものとする。
（ウ）市は、必要に応じ、関係事業者等からの協力等により、救助・
救急活動のための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行うも
のとする。

誤字の修正

応急対策 4 3 2

（イ）川崎市医師会及び川崎市病院協会は、市からの出動要請に基づ
き、医療活動を行うとともに、患者の急増等に迅速に対応するため、
市の対策本部及び医療機関相互の密接な情報交換を図り、必要に応じ
て、他の医療機関等に協力を求めるものとする。
（川崎市地域防災計画（都市災害対策編）第３ ４部第９ ６章「医療救
護対策」  資料…災害時医療救護活動の系統図  参照）

（イ）川崎市医師会及び川崎市病院協会は、市からの出動要請に基づ
き、医療活動を行うとともに、患者の急増等に迅速に対応するため、
市の対策本部及び医療機関相互の密接な情報交換を図り、必要に応じ
て、他の医療機関等に協力を求めるものとする。
（第４部第６章「医療救護対策」  資料…災害時医療救護活動の系統
図  参照）

参照箇所の修正

応急対策 4 3 2

（６）避難指示等 の勧告
市は、大規模な油等流出事故により、二次災害の危険が生じた場合、
沿岸住民の安全を確保するため、避難指示 勧告等必要な措置を行うも
のとする。

（６）避難の勧告
市は、大規模な油等流出事故により、二次災害の危険が生じた場合、
沿岸住民の安全を確保するため、避難勧告等必要な措置を行うものと
する。

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

応急対策 4 3 2

３ 津波対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、港湾局、川崎区、
幸区、関係局】
（２）津波警報・注意報発表時等
ア 市民及び事業者、就労者等への情報伝達及び避難誘導
危機管理本部 総務企画局危機管理室、港湾局、消防局、川崎区は、津
波警報・注意報等の伝達を受けたときは、直ちに同報系無線やサイレ
ン及び広報車や港湾局巡視船、消防ヘリコプター等により市民や事業
者及び就労者等臨海部に滞在している人々に伝達することと併せ、イ
ンターネットや電子メール・緊急速報メールのほか、テレビ神奈川、
かわさきＦＭ等のマスメディアなどあらゆる手段を使った伝達を図
り、津波注意の喚起を行うことと併せて、建物屋上等の高所への避難
を促すとともに、港湾局長は、津波から避難する市民及び港湾関係者
等に対して、川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）等の一部を一時避
難施設として提供するものとする。

３ 津波対策【総務企画局危機管理室、港湾局、川崎区、幸区、関係
局】
（２）津波警報・注意報発表時等
ア 市民及び事業者、就労者等への情報伝達及び避難誘導
総務企画局危機管理室、港湾局、消防局、川崎区は、津波警報・注意
報等の伝達を受けたときは、直ちに同報系無線やサイレン及び広報車
や港湾局巡視船、消防ヘリコプター等により市民や事業者及び就労者
等臨海部に滞在している人々に伝達することと併せ、インターネット
や電子メール・緊急速報メールのほか、テレビ神奈川、かわさきＦＭ
等のマスメディアなどあらゆる手段を使った伝達を図り、津波注意の
喚起を行うことと併せて、建物屋上等の高所への避難を促すととも
に、港湾局長は、津波から避難する市民及び港湾関係者等に対して、
川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）等の一部を一時避難施設として
提供するものとする。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 3 2
４　帰宅困難者対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、経済労働
局、港湾局、交通局、川崎区】

４　帰宅困難者対策【総務企画局危機管理室、経済労働局、港湾局、
交通局、川崎区】

組織改正に伴う修正

応急対策 4 3 2

 （資料編　消火薬剤及び中和剤等備蓄状況）
 （資料編　緊急用化学消火薬剤等協定締結状況）
 （資料編　東京湾排出油等防除協議会会則【第４部第１章１２】）
 （資料編　川崎管内排出油等防除協議会会則【第４部第１章１３】）
 （資料編　船舶津波対策実施要領）
 （資料編　災害時における帰宅困難者支援に関する協定書【第３部第
 ７章２】）

（資料編　消火薬剤及び中和剤等備蓄状況）
（資料編　緊急用化学消火薬剤等協定締結状況）
（資料編　東京湾排出油等防除協議会会則【第４部第１章１２】）
（資料編　川崎管内排出油等防除協議会会則【第４部第１章１３】）
（資料編　船舶津波対策実施要領）
（資料編　災害時における帰宅困難者支援に関する協定書【第３部第
７章２】）

資料編との整合性を図るた
めの修正
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応急対策 4 4

第４章 避難対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、関係局 、川崎
区】

　臨海部において、火災、爆発等の災害が発生し、又は発生するおそ
れがある場合において、住民及び就業者等の生命及び身体を災害から
保護し、その他被害の拡大を防止するため、避難の必要があると認め
られる場合、施設の災害影響範囲などを考慮して、適切に避難指示 避
 難勧告等を発令し、速やかに伝達するとともに、関係機関等と緊密に
連携して避難誘導を行う。
　津波に関する避難については「川崎市津波避難計画」、また、高潮
に関する避難については、「川崎市地域防災計画 風水害編」によるも
のとする。

第４章 避難対策【総務企画局危機管理室、関係局、川崎区】

　臨海部において、火災、爆発等の災害が発生し、又は発生するおそ
れがある場合において、住民及び就業者等の生命及び身体を災害から
保護し、その他被害の拡大を防止するため、避難の必要があると認め
られる場合、施設の災害影響範囲などを考慮して、適切に避難勧告等
を発令し、速やかに伝達するとともに、関係機関等と緊密に連携して
避難誘導を行う。
　津波に関する避難については「川崎市津波避難計画」、また、高潮
に関する避難については、「川崎市地域防災計画 風水害編」によるも
のとする。

組織改正に伴う修正

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

応急対策 4 4 1 第１節　計画の前提【危機管理本部、消防局】 第１節　計画の前提 担当局を明記

応急対策 4 4 2 第２節　避難の考え方【危機管理本部、消防局、川崎区】 第２節　避難の考え方 担当局を明記

応急対策 4 4 2

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

１　避難の勧告・指示（緊急）
 (1) 避難勧告・指示（緊急）の基準
避難勧告・指示（緊急）は、次のような災害が発生した（または発生
する恐れがある）場合において、住民等の生命及び身体に危険が及ぶ
と認められる場合に行う。特に、危険が目前に切迫し、急を要する場
合には避難を指示する。

（中　略）
エ　その他、市長が必要と認めた場合
以上の基準及び対象災害の影響や特性を踏まえ、具体的に避難を要す
る事態を整理すると、表3のようになる。これらの事態が発生した場合
には、避難勧告・指示（緊急）の実施を検討する必要がある。

（中　略）
（２）避難勧告・指示（緊急）の実施者
ア 住民等への避難の勧告・指示（緊急）は、市長が実施するものとす
る。
なお、川崎区長、消防局長、臨港消防署長又は川崎消防署長は、市長
に要請するいとまがないときは、補助執行機関として避難の指示等を
市長に代わり速やかに実施し、事後市長に報告する。
イ 本市以外の機関においては、警察官、海上保安官及び自衛官が避難
の指示等を行うものとする。
なお、この場合、避難の指示を行った警察官、海上保安官及び自衛官
は、実施後直ちにその旨を市長に通知するものとする。

１　避難 の勧告・指示等 （緊急）
 (1) 避難 勧告・指示等 （緊急）の基準
避難 勧告・指示等 （緊急）は、次のような災害が発生した（または発
生する恐れがある）場合において、住民等の生命及び身体に危険が及
ぶと認められる場合に行う。特に、危険が目前に切迫し、急を要する
場合には避難を指示する。

（中　略）
エ　その他、市長が必要と認めた場合
以上の基準及び対象災害の影響や特性を踏まえ、具体的に避難を要す
る事態を整理すると、表3のようになる。これらの事態が発生した場合
には、避難 勧告・指示等 （緊急）の実施を検討する必要がある。

（中　略）
（２）避難 勧告・指示等 （緊急）の実施者
ア 住民等への避難 の勧告・指示等 （緊急）は、市長が実施するものと
する。
なお、川崎区長、消防局長、臨港消防署長又は川崎消防署長は、市長
に要請するいとまがないときは、補助執行機関として避難の指示等を
市長に代わり速やかに実施し、事後市長に報告する。
イ 本市以外の機関においては、警察官、海上保安官及び自衛官が避難
の指示等を行うものとする。
なお、この場合、避難の指示を行った警察官、海上保安官及び自衛官
は、実施後直ちにその旨を市長に通知するものとする。
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応急対策 4 4 2

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

時点更新に伴う修正

応急対策 4 4 2

（５）関係機関等への通知及び報告
市長は、住民等への避難 勧告・指示等 （緊急）を実施したとき並びに
警察官、海上保安官及び自衛官から避難の指示等を実施した旨の通知
を受けたときは、速やかにその旨を県知事に報告するとともに、第三
管区海上保安本部（川崎海上保安署）等の関係機関及び避難施設の管
理者へ通報するものとする。
また、消防局長、又は川崎区長もしくは消防署長は、当該区域を管轄
する警察署長へその旨を通知する。
（６）住民等への避難 勧告・指示等 （緊急）の解除
ア 市長は、避難の必要がなくなったと認められるときは、避難 勧告・
指示等 （緊急）を解除し、その
旨を公表するとともに、県知事へ報告する。
イ 川崎区長は、避難 勧告・指示等 （緊急）の解除に伴う避難者及び避
難施設の管理者との事務処理にあたる。

（５）関係機関等への通知及び報告
市長は、住民等への避難勧告・指示（緊急）を実施したとき並びに警
察官、海上保安官及び自衛官から避難の指示等を実施した旨の通知を
受けたときは、速やかにその旨を県知事に報告するとともに、第三管
区海上保安本部（川崎海上保安署）等の関係機関及び避難施設の管理
者へ通報するものとする。
また、消防局長、又は川崎区長もしくは消防署長は、当該区域を管轄
する警察署長へその旨を通知する。
（６）住民等への避難勧告・指示（緊急）の解除
ア 市長は、避難の必要がなくなったと認められるときは、避難勧告・
指示（緊急）を解除し、その
旨を公表するとともに、県知事へ報告する。
イ 川崎区長は、避難勧告・指示（緊急）の解除に伴う避難者及び避難
施設の管理者との事務処理にあたる。

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

時点更新に伴う修正

応急対策 4 4 3
第３節 避難計画【危機管理本部、教育委員会、港湾局、消防局、健
康福祉局、川崎区】

第３節　避難計画 担当局を明記

応急対策 4 4 3
表や図の修正

あり（別添）

別表１・２
（表・図２８）

令和２年度の国勢調査の人
数で修正

（３）避難勧告・指示（緊急）の内容
避難勧告・指示（緊急）を実施するときは、住民等に次の事項をでき
る限り明示し、安全かつ迅速
に避難させる。
ア 避難を要する理由
イ 避難勧告・指示（緊急）の対象地域
ウ 避難先
エ その他避難に必要な事項

（４）避難勧告・指示（緊急）の伝達方法
　住民等への避難勧告・指示（緊急）を実施した場合は、市総合防災
情報システムへその内容を登録し、情報を共有するとともに、次の方
法のうち実情に即した方法により住民等へ伝達する。なお、災害時要
援護者ついては、登録名簿に基づき、支援者が情報を伝達し、伝達漏
れのないよう留意する。
ア　市防災行政無線同報系無線による放送
イ　緊急速報メールの送信
ウ　広報車、消防車両、消防ヘリコプターによる広報
エ　ラジオ・テレビ、かわさきＦＭ等による放送
オ　自主防災組織、町内会長等による電話・ＦＡＸ又は口頭伝達
カ　テレビ神奈川データ放送の実施
キ　防災気象情報メールの送信
ク　市ホームページのトップページ及び防災情報ポータルサイトへの
掲載
ケ　Ｌアラートによる情報伝達者（テレビ、ラジオ等）向け配信
コ　かわさき防災アプリのプッシュ通知
サ　ツイッターによる広報
（後　略）

（３）避難勧告・指示（緊急）の内容
避難勧告・指示（緊急）を実施するときは、住民等に次の事項をでき
る限り明示し、安全かつ迅速
に避難させる。
ア 避難を要する理由
イ 避難勧告・指示（緊急）の対象地域
ウ 避難先
エ その他避難に必要な事項

（４）避難 勧告・指示等 （緊急）の伝達方法
　住民等への避難 勧告・指示等 （緊急）を実施した場合は、（削除）
総合防災情報システムへその内容を登録し、情報を共有するととも
に、次の方法のうち実情に即した方法により住民等へ伝達する。な
お、災害時要援護者ついては、登録名簿に基づき、支援者が情報を伝
達し、伝達漏れのないよう留意する。
ア　（削除）防災行政無線同報系無線による放送
イ　緊急速報メールの送信
ウ　広報車、消防車両、消防ヘリコプターによる広報
エ　ラジオ・テレビ、かわさきＦＭ等による放送
オ　自主防災組織、町内会長等による電話・ＦＡＸ又は口頭伝達
カ　テレビ神奈川データ放送の実施
キ　メールニュースかわさき「防災気象情報」の送信
ク　市ホームページのトップページ及び川崎市防災 情報ポータルサイ
トへの掲載
ケ　Ｌアラートによる情報伝達者（テレビ、ラジオ等）向け配信
コ　かわさき防災アプリのプッシュ通知
サ　X等 ツイッターによる広報
（後　略）
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応急対策 4 4 4
第４節　避難の実施【危機管理本部、消防局、川崎区】 第４節　避難の実施 担当局を明記

応急対策 4 4 4

１　避難実施の流れ
石油コンビナート災害発生時の関係機関の活動内容は、災害の状況等
により大きく異なる。ここでは、平常時における単独事故災害と、地
震・津波とコンビナート災害の複合災害を例にとり、発災事業所（特
定事業所）、消防局、市（危機管理本部 総務企画局危機管理室等）、
県（石油コンビナート等防災本部）の主な活動内容や避難実施の対応
事例は次の通りとする。
（中略）
市及び県はコンビナート災害による周辺住民等の避難（域外避難）の
実施を決定する。（市が事務の全部又は大部分の事務を行うことがで
きなくなったときは、市長に代わり県知事が避難 の勧告又は指示等を
行う。）住民広報及び報道対応について検討、調整を行う。
気象庁より大津波警報の解除が発表されたことにより、市は避難指示
 （緊急）の解除を検討する。コンビナート災害の影響の恐れがある地
域を除いて避難（津波）を解除することを決定し、住民等への広報、
関係機関へ避難解除の通知及び報告を実施する。

１　避難実施の流れ
石油コンビナート災害発生時の関係機関の活動内容は、災害の状況等
により大きく異なる。ここでは、平常時における単独事故災害と、地
震・津波とコンビナート災害の複合災害を例にとり、発災事業所（特
定事業所）、消防局、市（総務企画局危機管理室等）、県（石油コン
ビナート等防災本部）の主な活動内容や避難実施の対応事例は次の通
りとする。
（中略）
市及び県はコンビナート災害による周辺住民等の避難（域外避難）の
実施を決定する。（市が事務の全部又は大部分の事務を行うことがで
きなくなったときは、市長に代わり県知事が避難の勧告又は指示等を
行う。）住民広報及び報道対応について検討、調整を行う。
　気象庁より大津波警報の解除が発表されたことにより、市は避難指
示（緊急）の解除を検討する。コンビナート災害の影響の恐れがある
地域を除いて避難（津波）を解除することを決定し、住民等への広
報、関係機関へ避難解除の通知及び報告を実施する。

組織改正に伴う修正

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

応急対策 4 4 4
表や図の修正

あり（別添）
表７（表・図２９）
表８（表・図３０）

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

応急対策 4 4 4
表７、８で例示した関係機関の活動内容に基づき、市（危機管理本部
 総務企画局危機管理室等）における災害の発生から避難完了までの流
れを整理すると、図３のようになる。

表７、８で例示した関係機関の活動内容に基づき、市（総務企画局危
機管理室等）における災害の発生から避難完了までの流れを整理する
と、図３のようになる。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 4 4
表や図の修正

あり（別添）
図３　災害の発生から避難完了までの流れ（表・図３１）

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正

応急対策 4 4 4

２　情報収集・状況把握
特定事業所において災害（事故）が発生した場合、直ちに発災事業所
から消防局への連絡が行われ（119番通報）、消防局は直ちにその旨を
危機管理本部 総務企画局危機管理室に報告するとともに、県（石油コ
ンビナート等防災本部）やその他の関係機関への連絡が行われる。
（第４部第２章第２節参照）

（中略）

５　留意事項
（１）地震等発生時におけるコンビナート災害の発生
地震・津波災害の発生時にコンビナート災害が発生した場合には、平
常時のコンビナート単独災害とは異なり、関係機関は様々な対応を同
時に実施することが求められる。市（危機管理本部 総務企画局危機管
 理室）では、状況に応じて石油コンビナート等現地防災本部と市災害
対策本部が併設されることとなり、より多くの人員・資機材が必要と
なることから、対応力の不足も懸念される。

２　情報収集・状況把握
特定事業所において災害（事故）が発生した場合、直ちに発災事業所
から消防局への連絡が行われ（119番通報）、消防局は直ちにその旨を
総務企画局危機管理室に報告するとともに、県（石油コンビナート等
防災本部）やその他の関係機関への連絡が行われる。（第４部第２章
第２節参照）

（中略）

５　留意事項
（１）地震等発生時におけるコンビナート災害の発生
地震・津波災害の発生時にコンビナート災害が発生した場合には、平
常時のコンビナート単独災害とは異なり、関係機関は様々な対応を同
時に実施することが求められる。市（総務企画局危機管理室）では、
状況に応じて石油コンビナート等現地防災本部と市災害対策本部が併
設されることとなり、より多くの人員・資機材が必要となることか
ら、対応力の不足も懸念される。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 5

２ 救急活動
救急活動は、 応急救護所の設置、傷病者のトリアージ及び応急処置の
実施並びに医療機関への迅速な
搬送を重点として行い、必要に応じて川崎ＤＭＡＴ等の災害医療チー
ムの要請を行う。

２ 救急活動
救急活動は、応急救護所の設置、傷病者のトリアージ及び応急処置の
実施並びに医療機関への迅速な
搬送を重点として行い、必要に応じて川崎ＤＭＡＴ等の災害医療チー
ムの要請を行う。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正
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応急対策 4 5

３　救急搬送
　　救急搬送は、傷病者トリアージの結果、緊急治療群 重症な傷病者
を優先し、必要に応じて航空隊によるヘリ搬送等、適切な搬送を行
う。

３　救急搬送
　　救急搬送は、傷病者トリアージの結果、重症な傷病者を優先し、
必要に応じて航空隊によるヘリ搬送等、適切な搬送を行う。

大規模救急救助・大規模救
急警防活動指針の策定につ
いて（通知）の記載内容に
合わせるための修正

応急対策 4 6

第６章 医療救護対策【健康福祉局、病院局、川崎区】
本計画第２部「災害想定」に定める災害により、負傷者等の人的被害
が発生したときは、川崎市地域防災計画を準用し、必要な医療救護活
動を行う。また、災害発生時における市民の医療救護活動を円滑に実
施するため医療救護計画（川崎市災害時保健医療ガイドライン 川崎市
 災害時医療救護活動マニュアル）を策定し、医療救護活動の万全を期
すものとする。

第６章 医療救護対策【健康福祉局、病院局、川崎区】
本計画第２部「災害想定」に定める災害により、負傷者等の人的被害
が発生したときは、川崎市地域防災計画を準用し、必要な医療救護活
動を行う。また、災害発生時における市民の医療救護活動を円滑に実
施するため医療救護計画（川崎市災害時医療救護活動マニュアル）を
策定し、医療救護活動の万全を期すものとする。

計画の名称変更に伴う修正

応急対策 4 6 1
第１節　医療救護活動体制の整備【健康福祉局、病院局、川崎区】 第１節　医療救護活動体制の整備 担当局を明記

応急対策 4 6 1

１　災害対策本部健康福祉部 健康福祉局の役割
災害対策本部の指揮の下 健康福祉局は、医療救護活動については、健
康福祉局長を長として健康福祉部を設置し、国・県・他自治体・地域
医療関係団体等との連絡調整に関する窓口を一元化して対応する。健
康福祉部はあらかじめ人的・物的医療資源を有している既存の医療機
関を中心に、川崎市医師会、川崎市病院協会等医療関係団体 等との連
携を図り、医療救護班の編成・派遣、患者搬送、患者受入調整、医薬
品の確保・搬送等について、時間の経過に応じた体制を確立 し、す
る。
また、災害時における市民の健康の確保のため、保健医療対策等の地
域保健活動を行う。
（１）保健医療調整本部
保健医療調整本部の業務は、市内病院・各区の情報集約、病院間・区
間調整のマネジメント、県への各種報告、川崎市災害医療対策会議の
招集・開催・運営等、平時の担当業務を基本に、災害時の保健医療活
動チームの活動調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理及び分
析等の総合調整・マネジメントを行う。
（２）川崎市災害医療コーディネーター
川崎市災害医療コーディネーターは、保健医療調整本部 健康福祉局
が、効果的な医療救護体制を構築するために、収集された情報の整
理、神奈川県保健医療調整本部や関係機関（市内各機関や市外からの
支援機関（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、ＪＭＡＴ（日本医師会
災害医療チーム）、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）、日本赤十
字社、その他関係機関等）との調整等に関し、その専門的見地から助
言等を行 い、う。
（３）川崎市災害医療対策会議
川崎市災害医療コーディネーター、関係団体等が、医療機関等の被災
状況、傷病者の発生状況等の情報を保健医療調整本部 健康福祉局と共
有し、今後の対策について検討する会議体「川崎市災害医療対策会
議」を発災直後から設置し運営する。

１　健康福祉局の役割
健康福祉局は、医療救護活動については、国・県・他自治体・地域医
療関係団体等との連絡調整に関する窓口を一元化して対応する。あら
かじめ人的・物的医療資源を有している既存の医療機関を中心に、川
崎市医師会、川崎市病院協会等医療関係団体等との連携を図り、医療
救護班の編成・派遣、患者搬送、患者受入調整、医薬品の確保・搬送
等について、時間の経過に応じた体制を確立し、市内病院・各区の情
報集約、病院間・区間調整のマネジメント、県への各種報告、川崎市
災害医療対策会議の招集・開催・運営等、平時の担当業務を基本に、
災害時の保健医療活動チームの活動調整、保健医療活動に関する情報
の連携、整理及び分析等の総合調整・マネジメントを行う。
　

川崎市災害医療コーディネーターは、健康福祉局が、効果的な医療救
護体制を構築するために、収集された情報の整理、県や関係機関（市
内各機関や市外からの支援機関（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、
ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医
療チーム）、日本赤十字社、その他関係機関等）との調整等に関し、
その専門的見地から助言等を行い、

川崎市災害医療コーディネーター、関係団体等が、医療機関等の被災
状況、傷病者の発生状況等の情報を健康福祉局と共有し、今後の対策
について検討する会議体「川崎市災害医療対策会議」を発災直後から
設置し運営する。
また、災害時における市民の健康の確保のため、保健医療対策等の地
域保健活動を行う。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正
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応急対策 4 6 1

２　区本部保健衛生・福祉班 地域みまもり支援センターの役割
災害対策本部又は区本部は、医師、歯科医師、医療従事者及び事務職
等による保健衛生・福祉班を区本部内に設置する。保健衛生・福祉班
 地域みまもり支援センターは、原則として、区内における医療救護
班・医療ボランティアの配置、医薬品等の受入、患者の区内搬送調整
等を中心とした活動を行い、必要に応じ、直接避難 医療救護所等に出
向き、情報収集及び医療救護活動の補助を行う。区内のコーディネー
トにあたっては、災害復旧・復興期に至るまで、地域の医療・被災
者・生活関連情報に関するニーズを的確に把握・分析し、災害対策本
部健康福祉部 健康福祉局及び地域医療関係団体との連携を図りなが
ら、不均衡が生じないようにする。
（中略）
４　地域の医療関係団体との連携
市は、災害時の医療救護活動を効果的に実施するため、 災害の規模に
 応じ、次の地域医療関係団体との協定等に基づいた協力を要請する。

（中略）

（６）神奈川県柔道整復師会川崎 南・北支部
神奈川県柔道整復師会川崎 南・北支部は、救護組織を編成して傷病者
に対する応急救護及び応急救護に関する衛生材料等の提供を行う。

（中略）

（８）日本赤十字社神奈川県支部
日本赤十字社神奈川県支部は、災害救助法第１６条に基づく救助又は
その応援に関する業務を行う

２　地域みまもり支援センターの役割
地域みまもり支援センターは、原則として、区内における医療救護
班・医療ボランティアの配置、医薬品等の受入、患者の区内搬送調整
等を中心とした活動を行い、必要に応じ、直接医療救護所等に出向
き、情報収集及び医療救護活動の補助を行う。区内のコーディネート
にあたっては、災害復旧・復興期に至るまで、地域の医療・被災者・
生活関連情報に関するニーズを的確に把握・分析し、健康福祉局及び
地域医療関係団体との連携を図りながら、不均衡が生じないようにす
る。

（中略）
４ 地域の医療関係団体との連携
市は、災害時の医療救護活動を効果的に実施するため、災害の規模に
応じ、次の地域医療関係団体との協定等に基づいた協力を要請する。

（中略）

（６）神奈川県柔道整復師会川崎南・北支部
神奈川県柔道整復師会川崎南・北支部は、救護組織を編成して傷病者
に対する応急救護及び応急救護に関する衛生材料等の提供を行う。

（中略）
　

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 1

５ 市内病院の役割
（中略）
なお、レベル２から４の病院について、区内に該当する病院がない、
又は被災により病院機能が回復しない場合には、近隣区で当該位置付
けとなっている病院がその役割を担う、一つの病院が複数レベルの役
割を兼ねるなど、保健医療調整本部 健康福祉局が必要な調整を行う。
そのため、隣接する区同士においては、相互連携体制を平常時から確
立しておくものとする。
（１）レベル１ （救命救急センターを有する災害拠点病院）
（中略）
そのため、傷病者の受入調整や人的物的資源の確保等に当たっては、
原則として保健医療調整本部 健康福祉局が調整を行うものとする。
なお、自院に収容できない重症者等は、被災地域外に搬送するが、市
外後方搬送や広域搬送を要する場合には、原則として保健医療調整本
部 健康福祉局が、神奈川県保健医療調整本部や市外の当該機関等と調
整を行う。
（２）レベル２ （区内災害医療強化病院）
（中略）
（３）レベル３ （区内災害医療連携病院）
（中略）
（４）レベル４ （区内災害時支援病院）

５ 市内病院の役割
（中略）
なお、レベル２から４の病院について、区内に該当する病院がない、
又は被災により病院機能が回復しない場合には、近隣区で当該位置付
けとなっている病院がその役割を担う、一つの病院が複数レベルの役
割を兼ねるなど、健康福祉局が必要な調整を行う。そのため、隣接す
る区同士においては、相互連携体制を平常時から確立しておくものと
する。
（１）レベル１（救命救急センターを有する災害拠点病院）
（中略）
そのため、傷病者の受入調整や人的物的資源の確保等に当たっては、
原則として健康福祉局が調整を行うものとする。
なお、自院に収容できない重症者等は、被災地域外に搬送するが、市
外後方搬送や広域搬送を要
する場合には、原則として健康福祉局が、神奈川県や市外の当該機関
等と調整を行う。

（２）レベル２（区内災害医療強化病院）
（中略）
（３）レベル３（区内災害医療連携病院）
（中略）
（４）レベル４（区内災害時支援病院）

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正
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応急対策 4 6 1

市内の災害拠点病院（令和６ ２年４ ３月現在）

 ※日本医科大学グランドについては、令和２年３月現在改修工事中のため、
 工事が完了するまでの期間は、近隣の臨時離着陸場から状況に応じて指定
 するものとする。

市内の災害拠点病院（令和２年３月現在）

※日本医科大学グランドについては、令和２年３月現在改修工事中の
ため、工事が完了するまでの期間は、近隣の臨時離着陸場から状況に
応じて指定するものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 1
表や図の修正

あり（別添）
市内の災害拠点病院（表・図３２）

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 1

６　診療所の役割
 被災地域周辺の診療所においては、災害の規模、発生した時間帯等に
より、取りうる体制が大きく変動することから、災害発生後は速やか
に自身の診療所及び従事する医師等の安否を確認し、その状況につい
て、川崎市医師会が導入する安否確認システム等により報告する。
従事する医師等が医療救護活動を行うことが可能な場合には、川崎市
医師会により編成される医療救護班に参加し、医療救護所等におい
て、主に軽症者への医療救護及び慢性疾患への対応を行うことを基本
とする。 なお、診療所が被災を免れ、診療所を開院する場合において
 は、地域の医療資源の過不足状況、医療救護隊の編成状況等につい
 て、川崎市医師会を通じて十分確認した上で決定する。

６ 診療所の役割
被災地域周辺の診療所においては、災害の規模、発生した時間帯等に
より、取りうる体制が大きく変動することから、災害発生後は速やか
に自身の診療所及び従事する医師等の安否を確認し、その状
況について、川崎市医師会が導入する安否確認システム等により報告
する。
従事する医師等が医療救護活動を行うことが可能な場合には、川崎市
医師会により編成される医療救護班に参加し、医療救護所等におい
て、主に軽症者への医療救護及び慢性疾患への対応を行うこと
を基本とする。なお、診療所が被災を免れ、診療所を開院する場合に
おいては、地域の医療資源の過不足状況、医療救護隊の編成状況等に
ついて、川崎市医師会を通じて十分確認した上で決定する。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 1

７　災害時情報伝達体制の整備
市は、 災害の規模に応じて、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩ
Ｓ）を活用するなど関係機関と連携し、災害時における情報収集機能
を強化する。また、市は、防災行政無線の設置を医療関係団体へ拡充
するとともに、医療関係団体の自主的な情報伝達網を活用する。
なお、全ての病院は、その位置付けに関わらず、 「広域災害救急医療
 情報システム（ＥＭＩＳ） 」に登録し、 災害が広域にわたる場合は、
次のとおり災害発生直後から被災状況等の入力を行うものとする。病
院での入力が困難な場合は、災害時優先電話、ＦＡＸ、伝令等の手段
により、その旨を速やかに区本部保健衛生・福祉班又は保健医療調整
本部 健康福祉局に報告し、代行入力を依頼する。そのため、 各区本部
保健衛生・福祉班又は保健医療調整本部 健康福祉局では、区内の情報
収集体制を整備するとともに、平時からＥＭＩＳの入力体制を整備す
るものとする。

７ 災害時情報伝達体制の整備
市は、災害の規模に応じて、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩ
Ｓ）を活用するなど関係機関と連携し、災害時における情報収集機能
を強化する。また、防災行政無線の設置を医療関係団体へ拡充すると
ともに、医療関係団体の自主的な情報伝達網を活用する。
なお、全ての病院は、その位置付けに関わらず、「広域災害救急医療
情報システム（ＥＭＩＳ）」に登録し、災害が広域にわたる場合は、
次のとおり災害発生直後から被災状況等の入力を行うものと
する。病院での入力が困難な場合は、災害時優先電話、ＦＡＸ、伝令
等の手段により、その旨を速やかに区又は健康福祉局に報告し、代行
入力を依頼する。そのため、各区又は健康福祉局では、区内の情報収
集体制を整備するとともに、平時からＥＭＩＳの入力体制を整備する
ものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 2
第２節　医療救護班等の編成・活動【健康福祉局、病院局、川崎区】 第２節　医療救護班等の編成・活動 担当局を明記
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応急対策 4 6 2

１　市内の医療関係団体等
（１）医療救護班の編成
市内の医療関係団体等は、 災害の規模に応じて、被災現地等における
傷病者の応急医療救護を行うため、次により医療救護班を編成する。
ア　川崎市医師会
川崎市医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じ、各休日急患診
療所を拠点として医師を班長とする医療救護班（現場医療救護班、待
機医療救護班、地区災害出動 収容医療救護班）を編成する
イ　地域の医療関係団体
川崎市歯科医師会、川崎市薬剤師会、川崎市看護協会、神奈川県柔道
整復師会川崎 南・北支部は、災害規模等に応じて各団体の医療救護計
画等に基づき会員を医療救護所等に派遣する。

１ 市内の医療関係団体等
（１）医療救護班の編成
市内の医療関係団体等は、災害の規模に応じて、被災現地等における
傷病者の応急医療救護を行うため、次により医療救護班を編成する。
ア 川崎市医師会
川崎市医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じ、各休日急患診
療所を拠点として医師を班長とする医療救護班（現場医療救護班、待
機医療救護班、収容医療救護班）を編成する。
イ　地域の医療関係団体
川崎市歯科医師会、川崎市薬剤師会、川崎市看護協会、神奈川県柔道
整復師会川崎南・北支部は、災害規模等に応じて各団体の医療救護計
画等に基づき会員を医療救護所等に派遣する。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 2

２　市外の医療関係団体等
保健医療調整本部 健康福祉局は、災害の規模、傷病者の発生状況及び
区からの要請に応じ、神奈川県保健医療調整本部に対して災害派遣医
療チーム（ＤＭＡＴ）・日本赤十字社救護班・日本医師会災害医療
チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）をはじめ
とする市外の医療関係団体等の応援要請を行い、併せて受入後の活動
区域及び内容について調整を行う。

２　市外の医療関係団体等
健康福祉局は、災害の規模、傷病者の発生状況及び区からの要請に応
じ、神奈川県に対して災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・日本赤十字
社救護班・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）をはじめ
とする市外の医療関係団体等の応援要請を行い、併せて受入後の活動
区域及び内容について調整を行う。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 2

３　医療救護所の設置
災害対策本部健康福祉部 健康福祉局又は区本部は、協議の上、災害の
規模、傷病者の発生状況、市内医療機関の被災状況等を勘案して、適
切な場所に臨時に医療救護所を設置する。
（中略）
（２）地区臨時診療所型救護所
周辺の病院が機能しなくなった場合、又は周辺に病院がない場合の拠
点として設置する。
なお、周辺に病院がない場合の拠点として設置する場合、区本部は、
当該救護所を担当する医師等の参集体制についてあらかじめ区医師会
等と協議して決めておくものとする。また、発災時に区内で医師等の
確保が困難な場合は、災害対策本部健康福祉部 健康福祉局に支援を要
請するものとする。

３ 医療救護所の設置
健康福祉局又は区本部は、協議の上、災害の規模、傷病者の発生状
況、市内医療機関の被災状況等を勘案して、適切な場所に臨時に医療
救護所を設置する。
（中略）
（２）地区臨時診療所型救護所
周辺の病院が機能しなくなった場合、又は周辺に病院がない場合の拠
点として設置する。
なお、周辺に病院がない場合の拠点として設置する場合、区本部は、
当該救護所を担当する医師等の参集体制についてあらかじめ区医師会
等と協議して決めておくものとする。また、発災時に区内で医師等の
確保が困難な場合は、健康福祉局に支援を要請するものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 2

４　医療救護班及び医療救護所の標示
医療救護活動を行う医師及び職員は、原則、自団体の名称が分かるも
のを身に着けるものとし 「川崎市医療救護班」の腕章（派遣元団体名
 を明示したもの）を着用し、医療救護所には、「川崎市医療救護所」
の標識を掲示するものとする。

４ 医療救護班及び医療救護所の標示
医療救護活動を行う医師及び職員は、「川崎市医療救護班」の腕章
（派遣元団体名を明示したもの）を着用し、医療救護所には、「川崎
市医療救護所」の標識を掲示するものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 3
第３節　被災傷病者の収容医療施設【健康福祉局】 第３節　被災傷病者の収容医療施設 担当局を明記

応急対策 4 6 4
第４節　市内における医療資源等の確保【健康福祉局】 第４節　市内における医療資源等の確保 担当局を明記

応急対策 4 6 4

区は、区内の医療救護所、診療所等における医療資源等の過不足状況
を、ＥＭＩＳ等を活用して速やかに把握し、備蓄によるもの等、既存
の医療資源では不足が生じると認める場合は、直ちに市 長に要請を行
うものとする。また、各病院においても同様に、市に要請を行うもの
とする。市 長は、各種協定締結先等の関係機関に協力を要請するな
ど、必要な措置を講ずるものとする。

区は、区内の医療救護所、診療所等における医療資源等の過不足状況
を、ＥＭＩＳ等を活用して速やかに把握し、備蓄によるもの等、既存
の医療資源では不足が生じると認める場合は、直ちに市長に要請を行
うものとする。市長は、各種協定締結先等の関係機関に協力を要請す
るなど、必要な措置を講ずるものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正
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応急対策 4 6 4

３　ライフラインの確保
市は、医療機関等の電気・ガス・水道等のライフラインの復旧につい
て、優先的に対応が行 おこなわれるように事業者に要請し、復旧まで
の間、診療行為に支障がないように供給体制を整備するものとする。
４　食料、生活必需品等の確保
医療機関等において各施設の食料、生活必需品等の備蓄だけでは不足
が生じた場合には、市や区へ要請を行うものとする。市や区は、各種
協定に基づき調整するなど、必要量の確保に努めるものとする。避難
所において食料、生活必需品等に不足が生じた場合は、川崎市地域防
災計画‐震災対策編の第４部第９章に基づき供給体制を整備する。
５　川崎ＤＭＡＴの派遣要請
川崎市内において、自然災害をはじめ、都市型の局地災害が発生し、
重症者２名以上又は中等症者10名以上の負傷者が発生若しくは発生が
見込まれる場合等で、迅速に医療機関に搬送できず、災害現場におけ
る救命処置等が必要な場合、市長は、川崎ＤＭＡＴ指定病院の長に対
して川崎ＤＭＡＴの派遣を要請する。

３ ライフラインの確保
市は、医療機関等の電気・ガス・水道等のライフラインの復旧につい
て、優先的に対応がおこなわれるように事業者に要請し、復旧までの
間、診療行為に支障がないように供給体制を整備するものとする。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 6 4

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　川崎市と川崎市医師会との災害時における医療救護に関す
る協定・実施細目）
（ 資料編　川崎市と川崎市歯科医師会との災害時における医療救護活
動に関する協定）
（ 資料編　川崎市と川崎市薬剤師会との災害時における医療救護に関
する協定・医薬品等の供給に関する協定）
（ 資料編　川崎市と川崎市看護協会との災害時における救護活動に関
する協定）
（ 資料編　川崎市と川崎市病院協会との災害時における医療活動に関
する協定）
（ 資料編　川崎市と神奈川県柔道整復師会川崎南・北支部との災害時
における応急救護活動に関する協定）
（ 資料編　川崎市と川崎地区ケア輸送連絡会との災害時等における応
急医療活動に関する協定）
（ 資料編　川崎市と市内医薬品卸会社との「災害時における医薬品の
供給協力に関する協定」）

（資料編　川崎市と川崎市医師会との災害時における医療救護に関す
る協定・実施細目）
（資料編　川崎市と川崎市歯科医師会との災害時における医療救護活
動に関する協定）
（資料編　川崎市と川崎市薬剤師会との災害時における医療救護に関
する協定・医薬品等の供給に関する協定）
（資料編　川崎市と川崎市看護協会との災害時における救護活動に関
する協定）
（資料編　川崎市と川崎市病院協会との災害時における医療活動に関
する協定）
（資料編　川崎市と神奈川県柔道整復師会川崎南・北支部との災害時
における応急救護活動に関する協定）
（資料編　川崎市と川崎地区ケア輸送連絡会との災害時等における応
急医療活動に関する協定）
（資料編　川崎市と市内医薬品卸会社との「災害時における医薬品の
供給協力に関する協定」）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 7
　第７章　災害時の広報と広聴【危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、シティプロモーション推進室、消防局、川崎区】

　第７章　災害時の広報と広聴【総務企画局危機管理室、シティプロ
モーション推進室、消防局、川崎区】

組織改正に伴う修正

応急対策 4 7 1
第1節 災害広報【危機管理本部、シティプロモーション推進室、消防
局、川崎区】

第1節　災害広報 担当局を明記

応急対策 4 7 1

１　広報事項
 (1) 災害発生直後の広報
　　ア　地震、津波、高潮、石油コンビナート災害等の発生状況に関
する情報
　　イ　 避難勧告、避難指示等に関する情報

１　広報事項
 (1) 災害発生直後の広報
　　ア　地震、津波、高潮、石油コンビナート災害等の発生状況に関
する情報
　　イ　避難勧告、避難指示に関する情報

避難情報に関するガイドラ
インの改定（令和３年５
月）に伴う修正
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応急対策 4 7 1

（前　略）
（２）緊急速報メールの活用
緊急速報メール（ＮＴＴドコモ※、ａｕ、ソフトバンク、楽天モバイ
ル ・Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ）を活用し、文字による情報提供を行う。 ※Ｎ
ＴＴドコモの名称：緊急速報「エリアメール」
（３）ホームページの活用
市ホームページ、川崎市防災ポータルサイト 市防災情報ポータルサイ
 ト及び携帯電話向けのモバイル川崎を活用し、文字や画像による情報
提供を行う。
（中　略）
（12）ソーシャル・ネットワーキング・サービス
X ツイッター等を活用し、文字による情報提供を行う。
（中　略）

（14）Ｌアラートの活用
　テレビ、ラジオ等の情報発信者向けに一括して情報発信できるＬア
ラートを活用し、 避難勧告・避難指示等に関する情報等の広報を行
う。
（中略）
３ 報道機関への情報提供
（１）災害発生後において把握した臨海部の被害状況については、報
道機関を通じて発表する。
（２）定時に発表するほか、必要に応じて臨時に発表する。
（３）重大な被害が発生又は発生するおそれがあるときは、記者会見
を開催し、状況説明等を行う。
（４）報道機関から災害報道のための資料提供依頼を受けた場合は、
積極的に協力するものとする。
（５）市内の被害状況等により、必要に応じて報道プレスセンターを
市役所本庁舎２階 第３庁舎４階会見室に設置する。

（前　略）
（２）緊急速報メールの活用
緊急速報メール（ＮＴＴドコモ※、ａｕ、ソフトバンク、・Ｙ！ｍｏ
ｂｉｌｅ）を活用し、文字による情報提供を行う。 ※ＮＴＴドコモの
名称：緊急速報「エリアメール」
（３）ホームページの活用
市ホームページ、市防災情報ポータルサイト及び携帯電話向けのモバ
イル川崎を活用し、文字や画像による情報提供を行う。
（中　略）
（12）ソーシャル・ネットワーキング・サービス
ツイッター等を活用し、文字による情報提供を行う。

（中　略）

（14）Ｌアラートの活用
　テレビ、ラジオ等の情報発信者向けに一括して情報発信できるＬア
ラートを活用し、避難勧告・避難指示に関する情報等の広報を行う。

（中略）
３ 報道機関への情報提供
（１）災害発生後において把握した臨海部の被害状況については、報
道機関を通じて発表する。
（２）定時に発表するほか、必要に応じて臨時に発表する。
（３）重大な被害が発生又は発生するおそれがあるときは、記者会見
を開催し、状況説明等を行う。
（４）報道機関から災害報道のための資料提供依頼を受けた場合は、
積極的に協力するものとする。
（５）市内の被害状況等により、必要に応じて報道プレスセンターを
市役所第３庁舎４階会見室に設置する。

時点更新に伴う修正

応急対策 4 7 2
第２節　災害広聴【シティプロモーション推進室、川崎区】 第２節　災害広聴 担当局を明記

応急対策 4 8
第８章　警戒・警備【危機管理本部 総務企画局危機管理室、消防局】 第８章　警戒・警備【総務企画局危機管理室、消防局】 組織改正に伴う修正

応急対策 4 8 1
第１節 緊急輸送道路等の確保【危機管理本部、建設緑政局、港湾
局、川崎区、消防局】

第１節　緊急輸送道路等の確保 担当局を明記

応急対策 4 8 2
第２節　交通規制【危機管理本部、建設緑政局、港湾局】 第２節　交通規制 担当局を明記

応急対策 4 8 2

（２）消防警戒区域
消防職員又は消防団員は、災害現場において消防隊 対等が災害活動を
行う上で必要な区域として、消防警戒区域を設定する。

（２）消防警戒区域
消防職員又は消防団員は、災害現場において消防対等が災害活動を行
う上で必要な区域として、消防警戒区域を設定する。

誤字の修正

応急対策 4 8 2

４　神奈川県（薬務課、消防 工業保安課、環境農政局）の措置
　　警戒区域の設定にあたって、県薬務課、消防 工業保安課、環境農
政局は、必要な助言、指導を行い警戒範囲の決定の補佐を行うものと
する。

４　神奈川県（薬務課、工業保安課、環境農政局）の措置
　　警戒区域の設定にあたって、県薬務課、工業保安課、環境農政局
は、必要な助言、指導を行い警戒範囲の決定の補佐を行うものとす
る。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 9
第９章　緊急輸送対策【危機管理本部 総務企画局危機管理室、建設緑
政局、港湾局、川崎区、消防局、神奈川県警察、第三管区海上保安
部】

第９章　緊急輸送対策【総務企画局危機管理室、建設緑政局、港湾
局、川崎区、消防局】

組織改正に伴う修正
担当局等を明記（追加）
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応急対策 4 9 1

ウ 応急措置
　災害により道路が破損した場合は、
（中略）
協定締結事業者（川崎建設業協会、神奈川建設重機協同組合、神奈川
県測量設計業協会川崎支部及び社団法人日本埋立浚渫協会関東支部 、
 JFEスチール株式会社）に協力を要請し、

ウ 応急措置
　災害により道路が破損した場合は、
（中略）
協定締結事業者（川崎建設業協会、神奈川建設重機協同組合、神奈川
県測量設計業協会川崎支部及び社団法人日本埋立浚渫協会関東支部、
JFEスチール株式会社）に協力を要請し、

協定廃止予定のため削除

応急対策 4 9 1

３ 海上輸送による要避難者等の緊急輸送体制
 （１）要避難者の把握
    危機管理本部 総務企画局は、臨海部に孤立し、避難を必要とする
市民及び就業者等の把握のため、消防局等関係
局及び県、企業、共同防災組織等との情報連絡体制を整備し、要避難
者の把握に努めるものとする。

３ 海上輸送による要避難者等の緊急輸送体制
 （１）要避難者の把握
    総務企画局は、臨海部に孤立し、避難を必要とする市民及び就業
者等の把握のため、消防局等関係
局及び県、企業、共同防災組織等との情報連絡体制を整備し、要避難
者の把握に努めるものとする。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 9 1

（５）避難誘導
    危機管理本部 総務企画局危機管理室は、要避難者の避難誘導にあ
たっては、避難ルートを示すとともに、川崎区役所、港湾局のほか、
共同防災組織に対して、避難誘導要員の確保を依頼する。また、必要
に応じて神奈川県警に対しても協力を依頼する。
 
４ ヘリコプター臨時離着陸場の確保
   危機管理監 総務企画局長は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、
消防局長と協議、調整し、臨時離着陸場一覧表より、適切なヘリコプ
ター臨時離着陸場を確保するものとする。

（５）避難誘導
    総務企画局危機管理室は、要避難者の避難誘導にあたっては、避
難ルートを示すとともに、川崎区役所、港湾局のほか、共同防災組織
に対して、避難誘導要員の確保を依頼する。また、必要に応じて神奈
川県警に対しても協力を依頼する。
 
４ ヘリコプター臨時離着陸場の確保
   総務企画局長は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、消防局長と
協議、調整し、臨時離着陸場一覧
表より、適切なヘリコプター臨時離着陸場を確保するものとする。

組織改正に伴う修正

応急対策 4 9 1

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　災害時における応援に関する協定（川崎建設業協会））
 （資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書
 （神奈川建設重機協同組合）【第４部第１章１７】）
（ 資料編　災害時における川崎市建設緑政局所管施設の被害状況の把
握及び応急対策業務等の協力に関する協定書（神奈川県測量設計業協
会川崎支部））
 （資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定・実施細目【第４部第
 １章１４】）
 （資料編　災害時における救援活動に関する協定・実施細目【第４部
 第１章１５】）
 （資料編　災害時における緊急措置の支援に関する協定・実施細目
 【第４部１章１６】）
 （資料編　川崎港東扇島地区港湾広域防災施設等の管理に関する協定
 書（国土交通省関東地方整備局【第４部第１章１９】）

（資料編　災害時における応援に関する協定（川崎建設業協会））
（資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書
（神奈川建設重機協同組合）【第４部第１章１７】）
（資料編　災害時における川崎市建設緑政局所管施設の被害状況の把
握及び応急対策業務等の協力に関する協定書（神奈川県測量設計業協
会川崎支部））
（資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定・実施細目【第４部第
１章１４】）
（資料編　災害時における救援活動に関する協定・実施細目【第４部
第１章１５】）
（資料編　災害時における緊急措置の支援に関する協定・実施細目
【第４部１章１６】）
（資料編　川崎港東扇島地区港湾広域防災施設等の管理に関する協定
書（国土交通省関東地方整備局【第４部第１章１９】）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 9 2
第２節 交通規制【神奈川県警察、第三管区海上保安部、危機管理本
部、建設緑政局、港湾局】

第２節　交通規制 担当局等を明記

応急対策 4 9 2

１　道路交通規制の実施
　　　県警察では、災害応急対策の円滑な実施を図るため、県内での
発生が想定されている地震に対応すべき路線を緊急交通路指定想定路
５９ ７路線（内川崎市内１４路線）の中からあらかじめ指定しておく
とともに、特定震度等に基づく区域における交通規制の基準を定めて
おくことにより、災害対策基本法及び大規模地震 特別対策特別措置法
に基づく交通規制を迅速に行い、道路管理者と連携し、緊急通行車両
の円滑な運行の確保に努める。指定された緊急交通路では緊急通行車
両や規制除外車両以外の車両は、通行の禁止、制限の交通規制を受け
ることになる。

１　道路交通規制の実施
　　県警察では、災害応急対策の円滑な実施を図るため、県内での発
生が想定されている地震に対応すべき路線を緊急交通路指定想定路５
７路線（内川崎市内１４路線）の中からあらかじめ指定しておくとと
もに、特定震度等に基づく区域における交通規制の基準を定めておく
ことにより、災害対策基本法及び大規模地震特別対策措置法に基づく
交通規制を迅速に行い、道路管理者と連携し、緊急通行車両の円滑な
運行の確保に努める。指定された緊急交通路では緊急通行車両以外の
車両は、通行の禁止、制限の交通規制を受けることになる。

時点更新に伴う修正
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応急対策 4 9 2

（ア）神奈川県西部地震、東海地震及び南海トラフ巨大地震
東名高速道路県内全線及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通
じる路線のうち、県警交通部長が必要と認めた道路の区間
（イ）大正型関東地震
東名高速道路県内全線、首都高速道路県内全線、東京湾アクアライン
全線（国道409号）及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる
路線のうち、県警交通部長が必要と認めた道路の区間
（ウ）三浦半島断層群の地震
東名高速道路県内全線、首都高速道路県内全線、東京湾アクアライン
全線（国道409号）及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる
路線のうち、県警交通部長が必要と認めた道路の区間
（エ）都心南部直下地震
東名高速道路県内全線、首都高速道路県内全線、東京湾アクアライン
全線（国道409号）、国道246号（都県境から新石川交差点までの間の
上下線）及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる路線のう
ち、県警交通部長が必要と認めた道路の区間

（中略）

（イ）その他甚大な被害が確認された区域で、県警交通部長が必要と
認めた道路の区域
（ウ）津波浸水区域
大津波警報が発表された場合、又は津波警報が発表され、県警交通部
長が必要と認めた場合において、避難するためやむを得ない場合を除
き、本市が策定した津波浸水区域において、緊急通行車両や規制除外
車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。

（ア）神奈川県西部地震、東海地震及び南海トラフ巨大地震
東名高速道路全線及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる
路線のうち、交通部長が必要と認めた道路の区間
（イ）大正型関東地震
東名高速道路全線、首都高速道路全線、東京湾アクアライン全線（国
道409号）及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる路線のう
ち、交通部長が必要と認めた道路の区間
（ウ）三浦半島断層群の地震
東名高速道路全線、首都高速道路全線、東京湾アクアライン全線（国
道409号）及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる路線のう
ち、交通部長が必要と認めた道路の区間
（エ）都心南部直下地震
東名高速道路全線、首都高速道路全線、東京湾アクアライン全線（国
道409号）、国道246号（都県境から新石川交差点までの間の上下線）
及び特定震度に基づく交通を規制する区域へ通じる路線のうち、交通
部長が必要と認めた道路の区間

（中略）

（イ）その他甚大な被害が確認された区域で、交通部長が必要と認め
た道路の区域
（ウ）津波浸水区域
大津波警報が発表された場合、又は津波警報が発表され、交通部長が
必要と認めた場合において、避難するためやむを得ない場合を除き、
本市が策定した津波浸水区域において、緊急通行車両以外の車両の道
路における通行を禁止し、又は制限する。

時点更新に伴う修正

応急対策 4 9 2

川崎市地域防災計画　資料編
　（ 資料編　緊急交通路指定想定路・緊急輸送道路一覧表） （資料編　緊急交通路指定想定路・緊急輸送道路一覧表）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 10
第１０章　災害救助法の適用【危機管理本部 総務企画局】 第１０章　災害救助法の適用【総務企画局】 組織改正に伴う修正

応急対策 4 10 1
（参考）これまでの適用事例（救助実施市に指定されて以降に限
る。）

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 10 1
表や図の修正

あり（別添）
（表・図３３）

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 10 2

第２節　災害救助法の適用基準
災害救助法第２条に基づく本市における災害救助法の適用基準は、次
のとおりである。 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条
 に定めるところによるが、市内における適用基準は次のとおりであ
 り、本計画では第２部に記載した災害想定に基づくものとする。

（中略）

３ 災害が発生するおそれがある場合
 災害が発生するおそれがある場合において、内閣府に災害対策本部が
設置され、その所管区域の告示に本市が含まれるとき。

第２節　災害救助法の適用基準
災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定めるところに
よるが、市内における適用基準は次のとおりであり、本計画では第２
部に記載した災害想定に基づくものとする。

（中略）

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正
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応急対策 4 10 3

第３節　被害程度の認定基準
１　滅失世帯の算定
住家が滅失した世帯数の算定に当 あたっては、住家が半壊し、又は半
焼する等、著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、
土砂の堆 たい積等により一時的に居住することができない状態となっ
た世帯は３世帯をもってそれぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。
なお、全壊（焼）、流失世帯は滅失世帯とする。

（中略）
（３）床上浸水
前記（１）、（２）に該当しない場合であって、浸水が床上に達した
程度のもの、又は土砂、竹木等の堆 たい積により一時的に居住するこ
とができない状態となったもの。

第３節　被害程度の認定基準
１　滅失世帯の算定
住家が滅失した世帯数の算定にあたっては、住家が半壊し、又は半焼
する等、著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土
砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世
帯は３世帯をもってそれぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。
なお、全壊（焼）、流失世帯は滅失世帯とする。

（中略）
（３）床上浸水
前記（１）、（２）に該当しない場合であって、浸水が床上に達した
程度のもの、又は土砂、竹木等のたい積により一時的に居住すること
ができない状態となったもの。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

応急対策 4 10 6
川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　災害救助基準） （資料編　災害救助基準）

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 11 1

川崎市地域防災計画　資料編
（ 資料編　災害時応急給水拠点一覧表＜川崎区＞）
（ 資料編　19大都市水道局災害相互応援に関する覚書・実施細目）
（ 資料編　東京都との緊急応援に関する業務協定）
（ 資料編　東京都と川崎市における連絡管の設置に関する基本協定
書・管理運用協定・確認書）
（ 資料編　横浜市との緊急応援に関する業務協定）
（ 資料編　川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協
定・了解事項）
（ 資料編　公益社団法人日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関
する覚書）
（ 資料編　公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に
関する協定・実施要領）
（ 資料編　関東地域における工業用水道災害相互応援に関する協定
書・実施細則）
（ 資料編　神奈川県内広域水道企業団と川崎市水道局との災害時にお
ける応急給水の実施に関する協定書）
（ 資料編　災害時における給水装置等応急措置の応援に関する協定・
覚書）
（ 資料編　下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関する
ルール）
（ 資料編　関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルー
ル）
（ 資料編　災害時における下水道管きょの応急復旧対策の協力に関す
る協定
（川崎市環境整備事業協同組合））

（資料編　災害時応急給水拠点一覧表＜川崎区＞）
（資料編　19大都市水道局災害相互応援に関する覚書・実施細目）
（資料編　東京都との緊急応援に関する業務協定）
（資料編　東京都と川崎市における連絡管の設置に関する基本協定
書・管理運用協定・確認書）
（資料編　横浜市との緊急応援に関する業務協定）
（資料編　川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協
定・了解事項）
（資料編　公益社団法人日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関
する覚書）
（資料編　公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に
関する協定・実施要領）
（資料編　関東地域における工業用水道災害相互応援に関する協定
書・実施細則）
（資料編　神奈川県内広域水道企業団と川崎市水道局との災害時にお
ける応急給水の実施に関する協定書）
（資料編　災害時における給水装置等応急措置の応援に関する協定・
覚書）
（資料編　下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関する
ルール）
（資料編　関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルー
ル）
（資料編　災害時における下水道管きょの応急復旧対策の協力に関す
る協定
（川崎市環境整備事業協同組合））

川崎市地域防災計画（資料
編）との重複に伴う修正

応急対策 4 12 1
第１２章　放射性物質等災害対策【危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、環境局、健康福祉局、川崎区】

第１２章　放射性物質等災害対策【総務企画局危機管理室、環境局、
健康福祉局、川崎区】

組織改正に伴う修正

応急対策 4 12 1
表や図の修正

あり（別添）
（表・図３４）

時点更新に伴う修正

復旧・復興対策 5 1
第１章　民生安定のための緊急措置 【 総務企画局、健康福祉局、財政局、ま
 ちづくり局、こども未来局、経済労働局、区、関係局】

第１章　民生安定のための緊急措置【総務企画局、健康福祉局、財政
局、まちづくり局、こども未来局、経済労働局、区、関係局】

組織改正に伴う修正

復旧・復興対策 5 1 2

第２節　資金の貸付【経済労働局金融課】
火災、風水害等の 災害により被害を受けた市内中小企業者等に対し、経営
安定化を図るための事業資金を融資する。

第２節　資金の貸付【経済労働局金融課】
災害により被害を受けた市内中小企業者等に対し、経営安定化を図るための
事業資金を融資する。

川崎市地域防災計画（震災
対策編）との整合性を図る
ための修正

復旧・復興対策 5 2
第２章　公共施設の災害復旧【関係局】 第２章　公共施設の災害復旧 担当局を明記
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復旧・復興対策 5 2 1
第１節　事業実施に伴う国の財政援助等 【関係局】 第１節　事業実施に伴う国の財政援助等【関係局】 第５部第２章に基づくため

削除

復旧・復興対策 5 3
第３章　復興体制【総務企画局、危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、臨海部国際戦略本部、まちづくり局、川崎区、関係局】

第３章　復興体制【総務企画局、総務企画局危機管理室、臨海部国際
戦略本部、まちづくり局、川崎区、関係局】

組織改正に伴う修正

南海トラフ地震に
係る対応

6

第６部　南海トラフ地震に係る対応

　川崎市地域防災計画（震災対策編）第６部「南海トラフ地震に係る
対応」及び、神奈川県石油コンビナート等防災計画第６編「南海トラ
フ地震臨時情報発表時の対応」に基づく。

第６部を川崎臨海部防災対
策計画の資料編へ移行し、
南海トラフ地震に係る対応
を新規追加

東海地震に関す
る

事前対策計画
6

第６部を川崎臨海部防災対策計画の資料編へ移行するため、川崎市臨
海部防災対策計画の本編から全文を削除

神奈川県石油コンビナート
等防災計画との整合性を図
るための修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 1 1

【参考】 第６部　東海地震に関する事前対策計画 第６部　東海地震に関する事前対策計画 神奈川県石油コンビナート
等防災計画との整合性を図
るための修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 1 1

第１節　計画の目的【危機管理本部 総務企画局危機管理室、横浜地方気象台】第１節　計画の目的【総務企画局危機管理室、横浜地方気象台】 組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 1 2

計画の目的の図を修正 組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 1 2

第２節　東海地震に関する事前対策の体系【危機管理本部 総務企画局
 危機管理室】

第２節　東海地震に関する事前対策の体系【総務企画局危機管理室】 組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 1

第１節　市の活動体制等【危機管理本部 総務企画局危機管理室】

（中略）

（２）東海地震注意報発表時
東海地震注意情報が発表されたときは、川崎市東海地震警戒本部（以
下「東海地震警戒本部」という。）を設置して、警戒体制にあたる。
なお、組織及び配備については、第４ ５部応急対策第１章防災組織体
制で定める体制とする。
（３）警戒宣言発令（東海地震予知情報発表）時
ア　現地本部の設置
防災本部長（神奈川県知事）の指示に基づき、関係市に現地本部を設
置する。
イ　現地本部会議の開催
現地本部長（川崎市長）は、現地本部員を招集し、現地本部会議を開
催する場合において市災害対策本部と一体的運営を図ることが必要と
認めるときは、合同本部会議を開催する。
なお、組織及び配備については、第４ ５部応急対策第１章防災組織体
制で定める体制とする。

（中略）

２　職員の配備【危機管理本部 総務企画局危機管理室】

第１節　市の活動体制等【総務企画局危機管理室】

（中略）

（２）東海地震注意報発表時
東海地震注意情報が発表されたときは、川崎市東海地震警戒本部（以
下「東海地震警戒本部」という。）を設置して、警戒体制にあたる。
なお、組織及び配備については、第５部応急対策第１章防災組織体制
で定める体制とする。
（３）警戒宣言発令（東海地震予知情報発表）時
ア　現地本部の設置
防災本部長（神奈川県知事）の指示に基づき、関係市に現地本部を設
置する。
イ　現地本部会議の開催
現地本部長（川崎市長）は、現地本部員を招集し、現地本部会議を開
催する場合において市災害対策本部と一体的運営を図ることが必要と
認めるときは、合同本部会議を開催する。
なお、組織及び配備については、第５部応急対策第１章防災組織体制
で定める体制とする。

（中略）

２　職員の配備【総務企画局危機管理室】

組織改正に伴う修正

参照箇所の修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 2

第２節　情報の受伝達及び広報【危機管理本部 総務企画局危機管理
 室、各局室区】

第２節　情報の受伝達及び広報【総務企画局危機管理室、各局室区】 組織改正に伴う修正
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東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 2

表や図の修正
あり（別添）

伝達系統
(表・図３５)

組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 2

２　地域住民等への広報
（１）東海地震注意情報発表時の措置【危機管理本部 総務企画局、消
防局、川崎区】

（中略）

（２）警戒宣言発令（東海地震予知情報発表）時の措置【危機管理本
部 総務企画局、消防局、川崎区】

（中略）

（３）事前避難
警戒宣言時における事前避難の実施については、次のとおりとする。
ア　避難の基本方針
警戒宣言が発令された場合の避難の 勧告・指示等は原則として行わな
い。

２　地域住民等への広報
（１）東海地震注意情報発表時の措置【総務企画局、消防局、川崎
区】

（中略）

（２）警戒宣言発令（東海地震予知情報発表）時の措置【総務企画
局、消防局、川崎区】

（中略）

（３）事前避難
警戒宣言時における事前避難の実施については、次のとおりとする。
ア　避難の基本方針
警戒宣言が発令された場合の避難の勧告・指示は原則として行わな
い。

組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 3

　エ　警戒宣言時における事業所等の対応措置指示
川崎市地震対策条例第14条に規程する指示及び警戒宣言が発せられた
ときは、 第６部第２ ５章第１ ３節に規定する事業所等において、地震
防災応急計画に基づく必要な措置を実施していないことが明らかであ
ると認めるときは、その実施を指示する。

エ　警戒宣言時における事業所等の対応措置指示
川崎市地震対策条例第14条に規程する指示及び警戒宣言が発せられた
ときは、第６部第５章第３節に規定する事業所等において、地震防災
応急計画に基づく必要な措置を実施していないことが明らかであると
認めるときは、その実施を指示する。

資料編に移行することに伴
う参照箇所の修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 6

第６節　緊急輸送対策【危機管理本部 総務企画局】 第６節　緊急輸送対策【総務企画局】 組織改正に伴う修正

東海地震に関す
る

事前対策計画
6 3 6

４　緊急輸送車両
（１）緊急輸送車両（確認対象車両）
緊急輸送車両は、大規模地震対策特別措置法 大震法第21条第２項に規
定する地震防災応急対策（警戒宣言発令時対策）の実施責任者、又は
その委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車
両とする。

（中略）

（２）緊急輸送車両の確認申請
大規模地震対策特別措置法 大震法24条に規定する緊急輸送車両である
ことの確認並びに同法施行令第12条に規定する標章及び証明書の交付
申請先は次によるものとする。

４　緊急輸送車両
（１）緊急輸送車両（確認対象車両）
緊急輸送車両は、大震法第21条第２項に規定する地震防災応急対策
（警戒宣言発令時対策）の実施責任者、又はその委託を受けた者が使
用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。

（中略）

（２）緊急輸送車両の確認申請
大震法24条に規定する緊急輸送車両であることの確認並びに同法施行
令第12条に規定する標章及び証明書の交付申請先は次によるものとす
る。

法律名を正式名称に変更
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【修正後】（表・図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】（表・図１） 
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【修正後】（表・図２）計画の構成及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図３）計画の体系 
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【修正前】（表・図３）計画の体系 
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【修正後】（表・図４）面積及び特定事業所数 

 

ア 面積及び特定事業所数                             （令和６年４月１日現在） 

区分 区域面積 特定事業所数 第一種事業所 第二種事業所 

京浜臨海地区 ３５．００ｋ㎡ ６９事業所 ３０事業所 ４０事業所 

（川崎市） ２４．０７ｋ㎡ ４７事業所 ２２事業所 ２５事業所 

（横浜市） １０．９３ｋ㎡ ２２事業所 ７事業所 １５事業所 

 

 

【修正前】 

 

ア 面積及び特定事業所数                            （平成３１年４月１日現在） 

区分 区域面積 特定事業所数 第一種事業所 第二種事業所 

京浜臨海地区 ３５．００ｋ㎡ ７２事業所 ３２事業所 ４０事業所 

（川崎市） ２４．０７ｋ㎡ ５１事業所 ２５事業所 ２６事業所 

（横浜市） １０．９３ｋ㎡ ２１事業所 ７事業所 １４事業所 
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【修正後】（表・図５）特定事業所における石油等の貯蔵、取扱、処理量 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図６）特定事業所における危険物施設数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図７）特定事業所における石油の屋外タンク基数 

 
（令和６年４月１日現在） 

区 分 
1,000kl 
未満 

1,000kl～ 
1万 kl未満 

1万 kl～ 
５万 kl未満 

5万 kl～ 
10万 kl未満 

10万 kl 
以上 

合 計 

タンク 
基数 

1,004 307 69 1 0 1,381 

 

 

【修正前】 

 
（平成３１年４月１日現在） 

区 分 
1,000kl 
未満 

1,000kl～ 
1万 kl未満 

1万 kl～ 
５万 kl未満 

5万 kl～ 
10万 kl未満 

10万 kl 
以上 

合 計 

タンク 
基数 

1,000 381 71 7 0 1,459 
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【修正後】（表・図８）石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所一覧 
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【修正前】（表・図８）石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所一覧 
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【修正後】（表・図９）石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所分布図 
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【修正前】（表・図９）石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所分布図 
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【修正後】（表・図１０）高潮浸水想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図１１）石災法第１９条に基づく共同防災組織の設置状況 

 

 

（令和６年４月１日現在） 

地区名 組織の名称 根  拠 結成年月日 
加盟事業所

数 

浮 島 
浮島 

共同防災協議会 

浮島共同防災協議会 

共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 13 日 37 

千 鳥 
川崎市千鳥地区 

防災協議会 

川崎市千鳥地区防災 

協議会共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 12 日 20 

扇 島 
扇島地区 

共同防災協議会 

扇島地区共同防災 

協議会共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 13 日 

3 

横浜市域 

1 社を含む 

浮 島 

千 鳥 

水 江 

扇 町 

扇 島 

東扇島 

川崎海上共同 

防災協議会 

川崎海上共同防災協議

会海上共同防災規程 
平成 12 年 4 月 1 日 

18 

 

 

【修正前】 

（平成３１年４月１日現在） 

地区名 組織の名称 根  拠 結成年月日 
加盟事業所

数 

浮 島 
浮島 

共同防災協議会 

浮島共同防災協議会 

共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 13 日 37 

千 鳥 
川崎市千鳥地区 

防災協議会 

川崎市千鳥地区防災 

協議会共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 12 日 22 

扇 島 
扇島地区 

共同防災協議会 

扇島地区共同防災 

協議会共同防災規程 
昭和 52 年 7 月 13 日 

5 

横浜市域 

2 社を含む 

浮 島 

千 鳥 

水 江 

扇 町 

扇 島 

東扇島 

川崎海上共同 

防災協議会 

川崎海上共同防災協議

会海上共同防災規程 
平成 12 年 4 月 1 日 

20 

浮   島 3 

千   鳥 9 

水   江 2 

扇   町 3 

扇   島 2 

東 扇 島 1 
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【修正後】（表・図１２）石災法第１９条の２に基づく広域共同防災組織の設置状況 

 

 

名  称 受持ち特別防災区域 設立年月日 

神奈川地区 

広域共同防災協議会 
京浜臨海地区・根岸臨海地区 

平成 19 年 10月 9 日 

(本運用開始日：平成 20年 12 月 9日) 

 

【修正前】 

 

名  称 受持ち特別防災区域 設立年月日 

神奈川・静岡地区 

広域共同防災協議会 

京浜臨海地区・根岸臨海地区 

・清水地区 

平成 19 年 10月 9 日 

(本運用開始日：平成 20年 12 月 9日) 
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【修正後】（表・図１３）大容量泡放射システムの資機材等 

 

 

大容量泡放射システム構成資機

材 

現有 備考 

大容量泡放水砲 ２砲 10,000～ 

30,000 L/ min 可変 

大容量 

泡放水砲用 

防災資機材 

ポンプ メインポンプ 

水中ポンプ ２台 

30,000 L/ min 

15,000 L/ min/台 

混合装置 送液部１式 

混合部２式 

 

ホース 

 

（保形） 

（ソフト） 

メインホース   

5,740ｍ 

１２Ｂ 

給水ホース２２本 １０Ｂ 

耐熱服 ４着  

空気呼吸器 ４基  

大容量泡放水砲用泡消火薬剤 ６６ｋｌ １％希釈型 

※ 「神奈地区広域共同防災協議会」は、当市の他、京浜臨海地区（横浜市区域）・清水地区の特定

事業所を受け持つ。 

 

【修正前】 

大容量泡放射システム構成資機

材 

現有 備考 

大容量泡放水砲 ２砲 10,000～ 

30,000 L/ min 可変 

大容量 

泡放水砲用 

防災資機材 

ポンプ メインポンプ ２台 

水中ポンプ ２台ユニット 

公称 30,000 L/ min（１

台） 

４台１ユニット 

混合装置 送液部１式 

混合部２式 

 

ホース 

 

（保形） 

（ソフト） 

メインホース   

5,740ｍ 

１２Ｂ 

吸管 ４４本 ８Ｂ 

吸管 ４本 ８Ｂ 

耐熱服 ４着  

空気呼吸器 ４基  

大容量泡放水砲用泡消火薬剤 ６６ｋｌ １％希釈型 

※ 「神奈川・静岡地区広域共同防災協議会」は、当市の他、京浜臨海地区（横浜市区域）・清水地

区の特定事業所を受け持つ。 
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【修正後】（表・図１４）川崎市内における大容量泡放射システムの該当タンク基数 

 

該当タンク基数 
基準放水能力別該当タンク基数 

毎分 10,000ｌ 毎分 20,000ｌ 毎分 40,000ｌ 

３７基 ８基 １７基 １２基 

 

【修正前】 

該当タンク基数 
基準放水能力別該当タンク基数 

毎分 10,000ｌ 毎分 20,000ｌ 毎分 40,000ｌ 

６０基 １０基 ２６基 ２４基 
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【修正後】（表・図１５）共同防災組織及び自衛防災組織における防災資機材等の設置状況 
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【修正前】（表・図１５）共同防災組織及び自衛防災組織における防災資機材等の設置状況 
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【修正後】（表・図１６）第三管区海上保安本部の消防力等概要 

 

 

 

【修正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船  艇 
消 火 

薬 剤 

ｵｲﾙ 

ﾌｪﾝｽ 

油  

吸 着 剤 

油 

 処 理 

剤 
消 防 船 

監視取締艇 

 

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張

船 
巡視船（艇） 

川崎海上保安署 0隻 １隻 0隻 2隻 0.2kl 100m 98kg 1.3kl 

横浜海上保安部 1隻 １隻 0隻 11隻 34.5kl 480m 546kg 7.4kl 

合計 1隻 2隻 0隻 13隻 34.7kl 580m 644kg 8.7kl 

 船  艇 
消 火 

薬 剤 

ｵｲﾙ 

ﾌｪﾝｽ 

油  

吸 着 剤 

油 

 処 理 

剤 
消 防 船 油 回 収 船 

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張

船 
巡視船（艇） 

川崎海上保安署 0隻 0隻 0隻 2隻 0.2kl 100m 98kg 1.3kl 

横浜海上保安部  2隻 0隻 0隻 12隻 34.5kl 480m 546kg 7.4kl 

合計  2隻 0隻 0隻 14隻 34.7kl 580m 644kg 8.7kl 
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【修正後】（表・図１７）港湾局所属船舶諸元表 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図１８）情報提供の内容 
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【修正後】（表・図１８）情報提供の内容 
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【修正後】（表・図１８）情報提供の内容 
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【修正前】（表・図１８）情報提供の内容 
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【修正前】（表・図１８）情報提供の内容 
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【修正後】（表・図１９）川崎市災害警戒体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図２０）川崎市災害警戒本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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【修正後】（表・図２１）神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 

神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 

構 成 員 機 関 名 本部長及び本部員 連 絡 員 

現地本部長 

現地副本部長 

現地本部員 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

川崎市 

川崎市 

陸上自衛隊第 31 普通科連隊 

第三管区海上保安本部 

神奈川県警察本部 

神奈川県 

川崎市港湾局 

川崎市消防局 

市長 

危機管理担当副市長 

連隊長 

本部長 

本部長 

くらし安全防災局長 

局長 

局長 

 

危機管理監 

第３科長 

川崎海上保安署専門官 

危機管理対策課長 

消防保安課長 

庶務課長 

庶務課長 

機 関 名 

川崎市（環境局・健康福祉局・建設緑政局） 

川崎区役所 

旭化成株式会社川崎製造所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

東亜石油株式会社京浜製油所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

株式会社レゾナック川崎事業所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

設置基準 

 

市長は、神奈川県石油コンビナート防災本部設置基準に基づき、特に必要と認めると

きは、現地本部を開設する。 

【自然災害】 

１ 大規模地震対策特別措置法第 9 条による「警戒宣言」が発表されたとき。 

２ 川崎市内で震度 5（強）以上の地震を観測したとき。 

３ 気象庁が東京湾内湾予報区に「大津波警報」又は「津波警報」を発表したとき。 

【事故災害】 

１ 事業所において火災、爆発等が発生し、当該事業所又は共同防災組織、当該事業

所を管轄する消防局で対応が困難な場合。 

２ 事業所において火災、爆発等が発生し、災害規模の拡大のおそれがある場合。 

３ 事業所等の周辺に災害が発生し、事業所等に災害が拡大するおそれがあるとき。 

設置場所等 

  現地本部は、本庁舎６階の「災害対策本部」及び「災害対策本部事務局室」に設置

する。（ただし、川崎市地域防災計画に基づく災害対策本部が設置された場合は、災

害対策本部において現地本部の事務を行う。） 

 

廃止基準 

現地本部長は、現地本部員と協議し、災害の危険がなくなったと認めるとき又は応急

対策活動が完了したと認めるときは、現地本部を解散するものとする。 

 また、現地本部長は、災害状況や被害状況等に応じて、市警戒本部体制等に移行す

ることができる。 
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【修正後】（表・図２１）神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 
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【修正前】（表・図２１）神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 

神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 

構 成 員 機 関 名 本部長及び本部員 連 絡 員 

現地本部長 

現地副本部長 

現地本部員 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

川崎市 

川崎市 

陸上自衛隊第 31 普通科連

隊 

第三管区海上保安本部 

神奈川県警察本部 

神奈川県 

川崎市港湾局 

川崎市消防局 

市長 

危機管理担当副市長 

連隊長 

本部長 

本部長 

くらし安全防災局長 

局長 

局長 

 

危機管理監 

第３科長 

川崎海上保安署専門官 

危機管理対策課長 

工業保安課長 

庶務課長 

庶務課長 

機 関 名 

川崎市（環境局・健康福祉局・建設緑政局・臨海部国際戦略本部） 

川崎区役所 

旭化成株式会社川崎製造所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

東亜石油株式会社京浜製油所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

昭和電工株式会社川崎事業所（京浜臨海地区石油コンビナート等代表特定事業所） 

設置基準 

 

市長は、神奈川県石油コンビナート防災本部設置基準に基づき、特に必要と認

めるときは、現地本部を開設する。 

【自然災害】 

１ 大規模地震対策特別措置法第 9 条による「警戒宣言」が発表されたとき。 

２ 川崎市内で震度 5（強）以上の地震を観測したとき。 

３ 気象庁が東京湾内湾予報区に「大津波警報」又は「津波警報」を発表したとき。 

【事故災害】 

１ 事業所において火災、爆発等が発生し、当該事業所又は共同防災組織、当該

事業所を管轄する消防局で対応が困難な場合。 

２ 事業所において火災、爆発等が発生し、災害規模の拡大のおそれがある場合。 

３ 事業所等の周辺に災害が発生し、事業所等に災害が拡大するおそれがあると

き。 

設置場所等 

１ 現地本部は、第３庁舎７階の防災センターの「災害対策本部」及び「災害対策本

部事務局室」に設置する。（ただし、川崎市地域防災計画に基づく災害対策本部

が設置された場合は、災害対策本部において現地本部の事務を行う。） 

２ 現地本部を設置したときは、速やかに関係機関に通知又は連絡するとともに、第

３庁舎入口に設置された旨の掲示を行う。 

廃止基準 

現地本部長は、現地本部員と協議し、災害の危険がなくなったと認めるとき又は

応急対策活動が完了したと認めるときは、現地本部を解散するものとする。 

 また、現地本部長は、災害状況や被害状況等に応じて、市警戒本部体制等に移

行することができる。 
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【修正前】（表・図２１）神奈川県石油コンビナート等川崎地区現地防災本部 
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【修正後】（表・図２２） 
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【修正前】（表・図２２） 
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